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加
賀
前
田
家
に
よ
る
京
都
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納

 

塩　

崎　

久　

代

は
じ
め
に

　

加
賀
前
田
家
は
菅
原
道
真
（
天
神
）
を
祖
と
仰
ぎ
）
1
（

、
五
代
綱
紀
以
降
、
天
神
御

忌
五
十
年
お
き
に
京
都
北
野
社
）
（
（

に
太
刀
や
金
・
白
銀
な
ど
を
奉
納
し
た
）
（
（

。
ま
た
、

加
賀
小
松
の
梅
林
院
）
（
（

や
金
沢
の
玉
泉
寺
天
満
宮
）
（
（

で
連
歌
会
が
催
さ
れ
る
な
ど
、
加

賀
藩
領
内
で
も
天
神
御
忌
に
か
か
る
諸
行
事
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
）
（
（

。

　

北
野
天
満
宮
に
伝
わ
る
前
田
家
か
ら
の
奉
納
品
の
中
で
も
、
奉
納
太
刀
は
同
宮

を
代
表
す
る
宝
物
と
し
て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
、
前
田
家
が
北

野
社
に
奉
納
し
た
太
刀
は
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
製
作
さ
れ
た
古
刀

で
、
拵
は
奉
納
に
際
し
て
前
田
家
が
新
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
五
〇
年
御
忌
以

降
に
奉
納
さ
れ
た
太
刀
は
、
藩
か
ら
発
注
を
受
け
た
加
賀
の
職
人
た
ち
に
よ
っ
て

分
業
体
制
で
製
作
さ
れ
た
。
ま
た
、
奉
納
太
刀
を
収
納
す
る
漆
塗
の
箱
に
は
奉
納

し
た
藩
主
や
奉
納
年
月
日
が
高
蒔
絵
で
記
さ
れ
て
い
る
。
し
だ
い
に
藩
財
政
が
悪

化
し
て
い
く
中
）
（
（

、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
前
田
家
が
多
額
の
資
金
を
投
じ
て
北
野
社

に
太
刀
を
奉
納
し
た
こ
と
は
、
同
家
が
天
神
御
忌
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

本
稿
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
に
前
田
家
が
重
要
視
し
て
い
た
天
神
御
忌
に
あ

た
っ
て
、
前
田
家
の
太
刀
が
ど
の
よ
う
に
し
て
北
野
社
に
奉
納
さ
れ
た
の
か
、
奉

納
に
関
わ
っ
た
藩
士
や
製
作
を
担
当
し
た
職
人
の
動
向
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
そ

の
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
太
刀
奉
納
に
関
す

る
前
田
家
側
の
史
料
や
北
野
社
側
の
史
料
に
加
え
、
「
水
野
源
六
家
文
書
」
（
以

下
、「
水
野
家
文
書
」
）
を
用
い
る
。「
水
野
家
文
書
」
は
、
加
賀
藩
の
白
銀
師
の

水
野
源
六
家
）
（
（

に
伝
わ
っ
た
古
文
書
で
、
黒
川
威
人
氏
を
中
心
に
調
査
が
な
さ
れ
、

そ
の
成
果
と
し
て
目
録
も
作
成
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
に
関
す
る
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古
文
書
の
翻
刻
も
一
部
掲
載
さ
れ
、
水
野
家
歴
代
の
事
跡
を
紹
介
す
る
中
で
北
野

社
へ
の
奉
納
太
刀
の
製
作
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
加
賀
前
田
家
の
歴
史

の
中
で
、
さ
ら
に
は
加
賀
の
工
芸
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、

よ
り
詳
細
に
分
析
し
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

右
に
掲
げ
た
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
留
意
し
て
お
き
た
い
点
と
し
て

①
近
世
に
お
け
る
北
野
社
内
部
の
状
況
、
②
前
田
家
の
京
都
屋
敷
の
機
能
や
同
家

と
朝
廷
・
公
家
と
の
関
係
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て

は
、
石
津
裕
之
氏
に
よ
る
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
や
北
野
社
内
の
支
配
・
身
分
に

つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
、
近
世
北
野
社
の
複
雑
な
社
内
組
織
の
実
態
が
明
ら
か
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
）
11
（

。
本
稿
は
北
野
社
の
組
織
や
経
営
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
主
眼

を
置
く
も
の
で
は
な
い
が
、
天
神
御
忌
に
お
け
る
前
田
家
の
太
刀
奉
納
に
北
野
社

の
ど
の
よ
う
な
人
々
が
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
北
野
社
側
の
体
制
に
も
目
を
向
け

る
必
要
が
あ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
加
賀
前
田
家
の
京
都
に
お
け
る
儀

礼
・
交
際
に
つ
い
て
論
じ
た
千
葉
拓
真
氏
の
仕
事
が
あ
る
）
11
（

。
千
葉
氏
は
、
京
都
に

詰
め
る
藩
士
た
ち
の
動
向
や
京
都
屋
敷
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
、
前
田
家
が
公

家
や
寺
社
に
助
成
金
（
米
）
を
出
し
て
い
た
こ
と
や
縁
組
に
よ
り
公
家
と
の
関
係

を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
天
神
御
忌
に
際
し
て
の
前
田
家
の

太
刀
奉
納
は
、
前
田
家
の
先
祖
祭
祀
と
い
う
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

千
葉
氏
が
検
討
し
た
寺
社
へ
の
助
力
金
（
米
）
の
問
題
と
は
区
別
し
て
論
じ
る
べ

き
で
あ
る
が
）
1（
（

、
太
刀
奉
納
が
ど
の
よ
う
な
人
々
と
の
関
わ
り
の
中
で
成
立
し
て
い

た
の
か
、
前
田
家
の
京
都
に
お
け
る
社
会
的
関
係
を
ふ
ま
え
な
が
ら
分
析
す
る
視

点
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

今
回
、
北
野
天
満
宮
に
伝
わ
る
前
田
家
奉
納
太
刀
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
の
で
）
1（
（

、
現
存
す
る
史
料
か
ら
奉
納
太
刀
の
製
作
に
携
わ
っ
た
人
々
の
動
き
を
追

い
な
が
ら
、
奉
納
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
前
田
家
に

よ
る
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１
、
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
前
田
家
奉
納
太
刀
の
概
要

　

北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
前
に
、
前
田
家
奉
納

太
刀
の
概
要
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

北
野
天
満
宮
に
伝
わ
る
前
田
家
の
奉
納
太
刀
五
振
は
［
表
１
］
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
恒
次
［
写
真
１
］・
師
光
・
助
守
の
三
振
は
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。［
表
２
］
は
「
水
野
家
文
書
」
に
確
認
で
き
る
北
野
社
へ
の
奉

納
太
刀
関
係
の
史
料
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
八
〇
〇
年

御
忌
の
奉
納
太
刀
の
装
飾
は
家
元
の
後
藤
家
に
よ
る
も
の
で
、
加
賀
の
職
人
た
ち

が
奉
納
太
刀
の
製
作
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
十
六
代
利
為
が
奉
納
し
た
貞
勝
の
太
刀
は
江
戸

時
代
の
奉
納
太
刀
と
は
形
状
も
異
な
り
、
古
市
某
が
製
作
に
関
わ
っ
て
い
る
）
1（
（

。
し

た
が
っ
て
、
水
野
家
が
関
与
し
た
記
録
が
残
る
の
は
、
八
代
重し
げ

熈ひ
ろ

が
奉
納
し
た
師

光
と
十
一
代
治
脩
が
奉
納
し
た
清
則
、
十
三
代
斉
泰
が
奉
納
し
た
助
守
の
三
振
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
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奉
納
年
代

奉
納
者

代
拝
⼈

製
作
年
代

銘
太
⼑
全
⻑

（
㎝
）

刃
⻑

（
㎝
）

極
書

反
り

（
㎝
）
⽬
釘
孔

拵
⻑

（
㎝
）

恒
次

元
禄
1
5
年
（
1
7
0
2
）

2
⽉
2
5
⽇

前
⽥
綱
紀

（
5
代
）

前
⽥
知
頼

鎌
倉
時
代
（
1
3
世
紀
）

恒
次

9
2
.2

7
4
.3
2
尺
4
⼨
5
分
半

／
代
⾦
⼦
1
0
枚

2
.4

2
1
0
7
.1

師
光

宝
暦
2
年
（
1
7
5
2
）

2
⽉
2
5
⽇

前
⽥
重
熈

（
8
代
）

前
⽥
橘
三

応
永
9
年
（
1
4
0
2
）

備
前
⻑
船
師
光
／
応
永
九
年

8
6
.4

6
8
.3

極
書
な
し

1
.4

2
1
0
1
.9

清
則

享
和
2
年
（
1
8
0
2
）

2
⽉
2
5
⽇

前
⽥
治
脩

（
1
1
代
）

前
⽥
孝
連

⽂
明
1
8
年
（
1
4
8
6
）

清
則
作
／
⽂
明
⼗
⼋
年
⼋
⽉
 
⽇

9
4
.3

7
2
.5
2
尺
4
⼨
／
代
⾦

⼦
1
0
枚

2
.3

2
1
0
2
.8

助
守

嘉
永
5
年
（
1
8
5
2
）

2
⽉
2
5
⽇

前
⽥
⻫
泰

（
1
3
代
）

前
⽥
孝
情

鎌
倉
時
代
（
1
3
世
紀
）

助
守

9
2
.2

7
0
.4
2
尺
3
⼨
3
分
／

代
⾦
⼦
1
5
枚

2
.0

2
1
0
3
.8

貞
勝

昭
和
2
年
（
1
9
2
7
）

2
⽉

前
⽥
利
為

（
1
6
代
）

―
昭
和
2
年
(1
9
2
7
）

奉
納
北
野
天
満
宮
宝
前
／
昭
和
⼆

年
⼆
⽉
侯
爵
前
⽥
利
為
／
⼤
阪
住

⼈
⽉
⼭
貞
勝
謹
作
（
花
押
）

8
6
.1

7
1
.3

極
書
な
し

ー
1

1
0
1

内
箱
（
㎝
）

中
箱
（
㎝
）

外
箱
（
㎝
）

恒
次

縦
1
1
5
.8
×
横
1
8
.3
×
⾼
1
5
.2

縦
1
2
3
.5
×
横
2
6
.5
×
⾼
2
6
.5

縦
1
2
8
.8
×
横
3
3
.4
×
⾼
3
3
.7

師
光

縦
1
1
0
.8
×
横
1
9
.4
×
⾼
1
6
.9

縦
1
1
7
.4
×
横
2
8
.6
×
⾼
2
6
.1

縦
1
2
4
.6
×
横
3
7
.8
×
⾼
5
3
.7

清
則

縦
1
1
1
.5
×
横
1
9
.4
×
⾼
1
7
.0

縦
1
2
0
.9
×
横
3
1
.1
×
⾼
3
0
.7

縦
1
2
7
.0
×
横
4
1
.0
×
⾼
4
1
.2

助
守

縦
1
1
2
.6
×
横
2
2
.0
×
⾼
2
5
.5

縦
1
2
3
.4
×
横
3
6
.5
×
⾼
3
6
.2

縦
1
3
1
.4
×
横
4
7
.4
×
⾼
4
5
.5

貞
勝

縦
1
2
0
.5
㎝
×
横
3
2
.4
㎝
×
⾼
2
5
.2
㎝

［
表
1
］
加
賀
前
田
家
が
北
野
社
に
奉
納
し
た
太
刀
お
よ
び
奉
納
箱

①
太

刀
に

つ
い

て

②
奉

納
箱

に
つ

い
て
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N
o
.

⽂
書
名

員
数

年
代

差
出

宛
所

1
北
野
天
満
宮
御
献
納
御
太
⼑
之
絵
図

1
点
享
和
元
年
（
1
8
0
1
）
⾣
2
⽉
2
8
⽇

鞘
師
 
⾼
良
⼜
之
丞
ほ
か
4
名

表
御
納
⼾
⽅

2
真
御
太
⼑
御
⾦
具
図
り
書
（
写
）

1
冊
（
享
和
元
年
）

―
―

3
真
御
太
⼑
御
⾦
具
⾦
⽬
勘
定
書
（
写
）

1
冊
（
享
和
元
年
）
⾣
1
1
⽉

⽩
銀
屋
後
藤
清
次
郎
ほ
か
2
名

表
御
納
⼾
⽅

4
享
和
⼆
年
北
野
へ
御
奉
納
太
⼑
拵
図

1
点
江
⼾
時
代
（
1
9
世
紀
）

―
―

5
北
野
天
満
宮
御
献
納
御
太
⼑
相
勤
候
⼈
々
書
上
（
宝
暦
・
享
和
）

1
点
江
⼾
時
代
（
1
9
世
紀
）

―
―

6
北
野
天
満
宮
御
献
納
御
太
⼑
拵
⽅
に
付
請
書

1
点
（
嘉
永
3
年
）
戌
6
⽉

⽔
野
源
次
ほ
か
1
9
名

表
御
納
⼾
⽅
役
所

7
（
北
野
御
献
納
）
御
太
⼑
被
仰
付
候
ニ
付
罷
出
候
様
廻
状

1
点
（
嘉
永
3
年
）
6
⽉
1
4
⽇

中
村
⻑
三
郎
・
吉
野
半
次

硎
師
 
⾼
尾
太
右
衛
⾨
ほ
か
1
6
名

8
御
献
納
御
太
⼑
⾦
具
⼿
間
料
中
勘
願
書

1
点
（
嘉
永
3
年
）
戌
8
⽉

⽔
野
源
次
（
印
）
ほ
か
4
名

表
御
納
⼾

9
御
献
納
御
太
⼑
⾦
具
⼿
間
料
雑
⽤
銀
中
勘
渡
願
書

2
点
（
嘉
永
3
年
）
戌
8
⽉

⽔
野
源
次
（
印
）
ほ
か
5
名

表
御
納
⼾

1
0
真
御
太
⼑
御
⾦
具
新
出
来
⼿
間
銀
御
渡
願
書
（
覚
）

1
点
（
嘉
永
3
年
）
戌
8
⽉

⽔
野
源
次
（
印
）
ほ
か
3
名
等

表
御
納
⼾
御
役
所

1
1
御
献
納
御
太
⼑
拵
⽅
に
付
⼊
⽤
⾦
銀
⼿
間
料
等
中
勘
願
書

1
点
（
嘉
永
3
年
）
戌
9
⽉

⽔
野
源
次
（
印
）
ほ
か
3
名

表
御
納
⼾

1
2
北
野
天
満
宮
御
献
納
御
太
⼑
絵
形
、
菱
形
等
関
係
書
類

3
点
嘉
永
3
年
（
1
8
5
0
）

―
―

1
3
御
献
納
御
太
⼑
御
打
合
⽇
変
更
に
付
廻
状

1
点
（
嘉
永
4
年
）
亥
2
⽉
1
6
⽇

⽯
川
栄
左
衛
⾨
・
井
浦
理
三
郎

⾼
尾
太
右
衛
⾨
ほ
か
1
6
名

1
4
北
野
御
献
納
御
太
⼑
打
合
せ
通
知

1
点
（
嘉
永
4
年
）
4
⽉
4
⽇

樋
⼝
芥
吉
・
⽯
川
栄
左
衛
⾨

硎
師
 
⾼
尾
太
右
衛
⾨
ほ
か
1
6
名

［
表
2
］
「
水
野
家
文
書
」
に
み
え
る
北
野
社
奉
納
太
刀
関
係
史
料
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1
5

北
野

御
献

納
御

太
⼑

拵
⽅

に
付

光
の

字
名

乗
り

願
書

1
点

（
嘉

永
4
年

）
亥

4
⽉

⽩
銀

師
 

⽔
野

源
六

表
御

納
⼾

御
役

所

1
6

北
野

御
献

納
御

太
⼑

打
合

⽇
延

期
廻

状
1
点

（
嘉

永
4
年

）
亥

4
⽉

樋
⼝

芥
吉

・
⽯

川
栄

左
衛

⾨
硎

師
 

⾼
尾

太
右

衛
⾨

ほ
か

1
6
名

1
7

御
太

⼑
御

⾝
預

⼈
々

書
上

1
点

（
嘉

永
4
年

）
亥

5
⽉

―
―

1
8

御
太

⼑
関

係
書

状
等

①
（

写
）

1
点

（
嘉

永
4
年

）
亥

6
⽉

1
7
⽇

蒔
絵

師
与

衛
⾨

⽔
源

六
様

貴
下

1
9

御
太

⼑
関

係
書

状
等

②
（

写
）

1
点

（
嘉

永
4
年

）
6
 ⽉

2
4
⽇

―
―

2
0

御
太

⼑
関

係
書

状
等

③
（

写
）

1
点

（
嘉

永
4
年

）
6
⽉

2
8
⽇

中
村

⻑
三

郎
・

吉
野

半
次

駒
井

久
次

郎

2
1

御
太

⼑
関

係
書

状
等

④
（

写
）

1
点

―
―

―

2
2

北
野

御
献

納
御

太
⼑

御
絵

形
通

り
治

定
ニ

付
廻

状
1
点

（
嘉

永
4
年

）
9
⽉

樋
⼝

芥
吉

・
中

村
⻑

三
郎

硎
師

 
⾼

尾
太

右
衛

⾨
ほ

か
1
5
名

2
3

中
勘

銀
相

渡
に

付
廻

状
1
点

（
嘉

永
4
年

）
1
0
⽉

1
2
⽇

樋
⼝

芥
吉

・
中

村
⻑

三
郎

⾼
尾

太
右

衛
⾨

ほ
か

1
5
名

2
4

御
太

⼑
⼗

⼆
⽉

四
⽇

ニ
打

合
ニ

付
廻

状
1
点

（
嘉

永
4
年

）
1
1
⽉

2
8
⽇

樋
⼝

芥
吉

硎
師

 
⾼

尾
太

右
衛

⾨
ほ

か
1
1
名

2
5

御
献

納
御

太
⼑

御
⾦

具
細

⼯
割

1
点

（
嘉

永
4
年

）
亥

1
2
⽉

1
1
⽇

⽔
野

源
次

ほ
か

4
名

表
御

納
⼾

⽅
御

⽤

（
注

）
本

表
は

「
⽔

野
家

⽂
書

」
の

う
ち

、
前

⽥
家

奉
納

太
⼑

関
係

の
史

料
を

お
お

よ
そ

年
代

順
に

並
べ

た
も

の
で

あ
る

。
史

料
の

年
代

に
つ

い
て

、
写

の
場

合
は

原
本

の
年

代
を

⽰
し

て
い

る
。

な
お

、
本

⽂
書

の
多

く
は

、
職

⼈

た
ち

が
藩

の
表

納
⼾

⽅
へ

提
出

し
た

⽂
書

や
表

納
⼾

⽅
か

ら
職

⼈
た

ち
へ

出
さ

れ
た

⽂
書

の
控

で
あ

る
。
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２
、
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納

　

江
戸
時
代
、
前
田
家
が
北
野
社
に
太
刀
を
奉
納
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）、
享
和
二
年
（
一
八

〇
二
）
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
四
回
の
天
神
御
忌
で
、
そ
の
前
後
に
北
野

社
の
社
殿
修
造
が
行
わ
れ
て
い
る
）
1（
（

。

⑴
五
代
綱
紀
に
よ
る
太
刀
奉
納

　

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
の
八
〇
〇
年
御
忌
に
際
し
、
五
代
綱
紀
が
北
野
社

に
太
刀
を
奉
納
し
た
こ
と
は
前
田
家
側
、
北
野
社
側
い
ず
れ
の
史
料
に
も
記
録
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
ず
前
田
家
側
の
史
料
か
ら
見
て
い
こ
う
。［
史
料
１
］・［
史
料
２
］
は
い
ず

れ
も
「
加
越
能
文
庫
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
、
石
川
県
指
定
文
化
財
）
に

収
め
ら
れ
て
い
る
明
治
期
の
記
録
で
あ
る
が
、
当
時
の
状
況
を
伝
え
る
史
料
と
し

て
紹
介
す
る
（
史
料
名
の
下
に
は
「
加
越
能
文
庫
」
の
番
号
を
示
す
）。

 
［
史
料
１
］
加
賀
藩
史
料
（
一
六.

二
八

－

八
八
）　

前
田
家
編
輯
方
手
写

　

（
朱
筆
）

　

 

「
前
田
御
家
雑
録
巻
第
二　

元
禄
十
五
年
二
月
二
十
五
日
」

　

杦
本
義
隣
覚
書

　

一
、
元
禄
十
五
年
壬
午
二
月
北
野　

聖
廟
江
従
相
公
様
御
太
刀
被
献
、

　
　
　

是
年
八
百
御
年
忌
也
、
御
使
者
前
田
修
理
知
頼
、

　
　
　
　

箱
ノ
書
付
山
本
源
右
衛
門
基
庸
調
之
、

　
　
　
　
　

天
満
宮　

寶
剣　

青
江
恒
次
作　
　

一
鞘

　
　
　

（
朱
筆
）

　
　
　

 

「
右
箱
ノ
裏
ニ
書
付
」

［写真1］元禄15年（1702）800年御忌奉納太刀「恒次」

（写真提供：北野天満宮）
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元
禄
十
五
年
歳
次
壬
午
春
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

参
議
正
四
位
下
行
左
近
衛
権
中
将
兼
加
賀
守　

菅
原
朝
臣
綱
紀

　
　
　

（
朱
筆
）

　
　
　

 

「
上
箱
ノ
書
付
」

　
　
　
　
　

天
満
宮
寶
剣

 
［
史
料
２
］　

加
藩
諸
事
雑
記
（
一
六.

二
八

－

七
六
）　

森
田
良
見
編　

自
筆

　

一
、
元
禄
十
五
年
二
月
廿
五
日
八
百
年
祭
、
御
代
拝
人
前
田
修
理
、
御
太
刀

　
　
　

御
奉
納 

青
江
恒
次 

代
金
十
枚
、
神
馬
代
白
銀
二
千
両

　
　
　

旧
傳
ニ
云
、
元
禄
十
五
年
御
奉
納
太
刀
裁
許
仁
岸
惣
右
衛
門
、
曁
修
竹
庵

　
　
　

能
順
等
有
合
申
候
、
承
應
二
年
七
百
五
十
年
祭
之
時
、
御
代
拝
人
御
太
刀

　
　
　

奉
納
之
時
雷
鳴
震
動
奇
瑞
有
之
、
今
度
ハ
如
何
有
之
哉
与
申
処
、
間
も
無

　
　
　

之
雷
鳴
震
動
致
シ
、
何
茂
不
堪
不
審
与
云
々

　

［
史
料
１
］
に
よ
れ
ば
、
京
都
北
野
社
へ
の
使
者
（
藩
主
の
代
拝
人
）
は
前
田

修
理
知
頼
）
1（
（

で
、
箱
書
の
文
字
は
書
物
役
で
詩
歌
に
も
長
じ
て
い
た
山
本
基
庸
）
1（
（

が
整

え
た
。
ま
た
、
奉
納
は
御
奉
納
太
刀
裁
許
の
仁
岸
惣
右
衛
門
が
北
野
社
の
宮みや
仕じ
の

預あ
ず
か
り（
筆
頭
の
地
位
）
で
あ
っ
た
能のう
順
じ
ゅ
ん

等
と
申
し
合
わ
せ
た
上
で
行
わ
れ
、
太
刀

の
代
金
が
十
両
、
神
馬
代
の
白
銀
が
二
〇
〇
〇
両
で
あ
っ
た
こ
と
を
［
史
料
２
］

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
）
（1
（

。

　

次
に
、
北
野
社
の
宮
仕
の
記
録
に
み
え
る
奉
納
太
刀
の
記
事
を
示
す
。  

［
史
料
３
］
宮
仕
記
録　

元
禄
十
五
年
三
月
二
十
四
日
条

　

一
、
廿
四
日
雨
、
松（

前

田

綱

紀

）

平
加
賀
守
殿
ゟ
為
御
寄
進
御
太
刀
奉
納
、
其
粧
藪

（
カ
）

丁
寧

也
、
御
宿
坊
能
順
へ
黄
金
二
之
折
紙　
　

去
ル
廿
五
日　

御
代
参
、
加
賀

ゟ
上
京
也
、
然
所
今
日
内
陣
へ
奉
納
之
事
松
梅
院
ゟへ
能
順
御
頼　
　

内
意

　

云
、
奉
納
之
節
能
順
も
内
陣
へ
入
申
度
之
旨
、
則
松
梅
院
承
引　

ハ
廿

一
日
之
秉
燭
ゟ
潔
斎
可
有
之
旨
松
梅
院
ゟ
内
意　
　

潔
斎
互　

被
相
勤
、

今
未
刻　

奉
納
也
、
今
度
内
陣
へ
能
順
御
入
候
事
重
而
必
然
之
例
ニ
ハ
難

成
事
也
、ヶ
様
之
事
ハ
松
梅
院
衆
中
挨
拶
ノ
事
也
、
尤
今
度
内
陣
へ
奉
納

之
事
、
松
梅
院
ゟ
蜜
々
也
、
其
謂
ハ
他
ゟ
奉
納
被
頼
ニ
付
難
儀
黙
も
如
何

ニ
付
隠
蜜
也
、
松
梅
院
云
ニ
、
此
方
ニ
奉
納
之
物
モ
有
之
故
、
幸
之
事
と

被
申
也
、
其
心
入
尤
之
事
也
、
奉
納
物
儒
者
大
（

林

信

篤

）

学
頭
五
音首
之
詩
壱
封
八
百

首
之
和
哥
壱
箱
、
是
ハ
二
条
与
力
松
井
善
右
衛
門
入
道
同
輩
申
合
奉
納
之

由
也
、
来
国
光
ノ
御
太
刀
壱
箱
共
也
、
紺
地
ノ
今
織
ニ
而
包
之
鍔
ハ
金
焼

付
也
、
此
分
松
梅
院
ゟ
也
、
能
順
ゟ
加
賀
守
殿
御
奉
納
之
御
太
刀
青
江
壱

腰
金
具
後
藤
細
工
也
、

物
皆
松
と
梅
也
、
金
十
枚
ノ
折
紙
添
也
、
夏

堂
へ
入
人
数
松
梅
院
ゟ
善
右
衛
門
・
左
近
也
、
衆
中
ハ
能
順
・
能
東
・
能

観
・
能
什
・
能
通
・
能
玉
・
能
作
也
、
内
陣
へ
ハ
松
梅
院
・
能
順
斗
被被
入

也
、
此
太
刀
御
虫
干
之
時
ハ
楽
間
ニ
而
拭
可
申
間
、
左
様
被
成
被
下
候
様

ニ
と
松
梅
院
へ
能
順
御
約
束
也
、

　

［
史
料
３
］
に
は
よ
り
詳
細
な
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
冒
頭
の
傍
線
部
に
は

奉
納
太
刀
の
装
飾
が
丁
寧
で
あ
る
こ
と
、
宿
坊
の
能
順
を
仲
介
と
し
て
二
月
二
十

（
1（
）

（
1（
）

ニ
而

ニ

 

ニ
而

ニ

ニ

ニ
而

ニ

ニ

 

彫 
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五
日
に
加
賀
か
ら
の
使
者
が
代
参
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
仕
の
能

順
は
、
神
事
奉
行
の
松
梅
院
に
内
陣
へ
入
る
こ
と
を
許
可
す
る
よ
う
頼
み
、
二
十

一
日
の
秉へ
い

燭し
ょ
く（
夕
方
）
か
ら
潔
斎
す
る
こ
と
を
条
件
に
許
さ
れ
て
い
る
が
、
宮

仕
が
内
陣
に
入
る
こ
と
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
陣
へ
の
太
刀
奉
納
は
三
月

二
十
四
日
の
未
刻
（
午
前
十
時
頃
）
に
行
わ
れ
、
松
梅
院
の
善
右
衛
門
・
左
近
の

二
名
、
宮
仕
衆
中
か
ら
は
能
順
・
能
東
・
能
観
・
能
什
・
能
通
・
能
玉
・
能
作
の

七
名
、
合
計
九
名
が
夏
堂
に
入
っ
た
が
、
内
陣
へ
は
松
梅
院
と
能
順
の
二
名
だ
け

が
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
半
の
傍
線
部
に
「
能
順
ゟ
加
賀
守
殿
御
奉

納
之
御
太
刀
青
江
壱
腰
金
具
後
藤
細
工
也
、
彫
物
皆
松
と
梅
也
金
十
枚
ノ
折
紙
添

也
」
と
あ
り
、
奉
納
さ
れ
た
太
刀
は
備
前
の
刀
工
青
江
の
作
、
細
工
は
後
藤
家
に

よ
る
も
の
で
）
（1
（

、
彫
物
は
松
と
梅
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
金
十
枚
の
折
紙
（
極
書
）

が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
前
田
家
側
の
記
録
や
現
存
す
る
太
刀
の

装
飾
と
一
致
す
る
。
な
お
、
加
賀
で
は
三
代
利
常
の
代
か
ら
上
後
藤
・
下
後
藤
の

家
が
隔
年
交
替
で
加
賀
の
職
人
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
寛
文
二
年
（
一
六

六
二
）
に
幕
府
が
後
藤
家
に
江
戸
定
府
を
命
じ
た
た
め
、
両
後
藤
家
の
加
賀
出
張

は
廃
止
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
太
刀
「
恒
次
」
を
奉
納
し
た
頃
は
、
後
藤
家
の
表

向
き
の
御
用
は
水
野
源
六
家
が
代
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
加
賀
の
職
人

た
ち
が
奉
納
太
刀
の
製
作
に
関
与
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
能
順
を
仲
介
と
し
て
前
田
家
か
ら
奉
納
さ
れ
た
太
刀
「
恒
次
」
は
、

定
期
的
に
拭
い
を
行
い
な
が
ら
）
（（
（

、
太
刀
を
収
め
る
箱
［
写
真
２
］
と
と
も
に
今
日

ま
で
北
野
天
満
宮
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
外
箱
の
蓋
の
裏
面
に
は
「
元
禄
十
五
年

壬
午
年
三
月
廿
四
日
三
日
齋
戒
／
蔵
本
社
内
陣
／
神
殿
大
預
神
事
奉
行
法
眼
禅
覚

（
花
押
）」
と
い
う
墨
書
銘
が
あ
り
、
中
箱
の
蓋
の
表
面
に
「
天
満
宮
寶
剱　

祈
所

法
橋
能
順
」、
内
箱
の
蓋
の
表
面
に
「
天
満
宮
寶
剱 

青
江
恒
次
作　

壱
鞘
」、
内

箱
の
側
面
に
「
祈
所
法
橋
能
順
」
と
金
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。

［写真2］元禄15年（1702）800年御忌奉納太刀「恒次」の収納箱
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⑵
八
代
重
熈
に
よ
る
太
刀
奉
納　

　

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
八
五
〇
年
御
忌
に
際
し
て
の
太
刀
奉
納
に
つ
い
て

は
、
北
野
社
側
の
史
料
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
前
田
家
側
の
史
料
を
中
心
に
紹

介
す
る
。

 
［
史
料
４
］
加
藩
諸
事
雑
記
（
一
六.

二
八

－

七
六
）　

森
田
良
見
編　

自
筆　

　

一
、
寶
暦
二
年
二
月
廿
五
日
八
百
五
十
年
祭
、
御
代
拝
人
前
田
左
門
、
御
奉
納

　
　
　

太
刀
備
前
師
光 

代
金
廿
枚
、
白
銀
二
百
枚
、
北
野
松
梅
院
能
作
を
以
、

百
味
并
ニ
二
万
燈
被
献
、

　
　
　

右
御
奉
納
之
太
刀
、
御
在
江
戸　

付
於
江
戸
太
刀
之
飾
等
被
仰
付
、
上
箱

銘
等
書
付
細
工
奉
行
久
田
清
左
衛
門
書
之
、
御
献
納
之
白
銀
者
銀
子
一
枚

宛
封
紙
を
以
包
之
、
上
書
者
京
都
在
住
之
御
家
人
平
田
内
匠
書
之
、
臺
四

ツ
ニ
銀
子
五
拾
枚
宛
積
之
云
々
、

 
［
史
料
５
］
大
野
木
克
寛
日
記
（
一
六.

四
〇

－

七
八
）　

大
野
木
克
寛
著　

　

 

今
日
か
ね
屋
清
四
郎
参
出 

是
克
成
小
つ
ゝ
み
の
師
也 

最
前
は
若
村
新
右
衛
門
ニ
候

新
右
衛
門
儀
後
当
春
ゟ
清
四

　

處
ニ　
　

郎
令
稽
古
、
清
四
郎
京
師
よ
り
之
書
立
の
由
に
て
、
為
見
候
に
付
左
写
之

　
　
　
　

覚

　

一
、
北
野
社
頭
真
御
太
刀　
　
　

一
腰 

備
前
師
光

　
　
　

御
馬
代
黄
金　
　
　
　
　
　

弐
拾
両

　
　
　

御
目
録

　
　
　

外
御
寄
進
料
白
銀　
　
　
　

二
百
枚
附
臺

　

一
、
白
銀
十
枚
宛　

各
御
目
録

附
台 

 
 

　
　
　
　
　
　
　

預
玄
院
様
・
浄
珠
院
様

　

一
、
御
太
刀
金
馬
代

　
　
　

御
目
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
総
介
様

　

一
、
白
銀
五
枚
宛
附
臺 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楊
姫
様

　
　
　

御
目
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斐
姫
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
次
郎
殿

　

一
、
白
銀
五
枚
宛
、
附
台
、
御
目
録　
　
　
　
　

出
雲
守
様
奥
方
様

　

一
、
御
太
刀
金
馬
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
備
後
守
様

右
之
通
ニ
御
座
候
、
真
太
刀
ハ
江
戸
ゟ
当
十
七
日
到
来
、
御
徒
横
目
山
田
甚

兵
衛
、
宰
領
足
軽
弐
人
、
持
人
小
者
六
人
ニ
而
到
着
、
御
認
木
地
篗
箱
し
め

縄
は
り
、
其
内
木
地
箱
ニ
入
唐
木
綿
白
袷
服
紗
包
、
内
栗
色
御
箱　

浅
貴
打

緒
前
田
兵
部
殿
封
於
御
用
所
、
両
奉
行
・
御
徒
横
目
立
合
上
認
取
拂
、
左
門

殿
江
御
渡
、
右
栗
色
御
筥
之
内
白
羽
二
重
袷
服
紗
包
、
内
黒
塗
御
筥
、
金
粉

ニ
而
献
納
之
御
書
付
有
之
、
右
者
廿
五
日
卯
下
刻
、
木
地
篗
箱
ノ
儘
木
地
わ

く
臺
ニ
載
之
、
御
徒
相
添
、
北
野
ニ
而
御
宿
坊
能
作
方
ニ
お
ゐ
て
、
左
門
は

布
衣
着
用
、
熊
谷
半
左
衛
門
長
上
下
ニ
而
社
頭
江
同
道
御
献
納
御
飾
相
済
候

と
、
左
門
殿
御
名
代
拝
有
之
候
、

　

一
、
当
十
九
日
壱
萬
燈
明
御
執
行
、
大
々
百
味
御
餝
、
御
祈
念
有
之
候
、
此
外

ニ
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之
儀
追
而
可
申
上
候
、
有
増
之
儀
別
紙
調
入
御
覧
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

二
月
廿
五
日 (（（

(

 
［
史
料
６
］
政
隣
記
（
一
六.

二
八

－

一
一
）　

津つ

田だ

政ま
さ

隣ち
か

編　

自
筆

　

 

（
二
月
十
三
日
）

聖 

廟
八
百
五
十
年
御
忌
ニ
付
、
京
都
北
野
江
御
代
拝
人
持
組
前
田
左
門
被
仰
渡
、

今
月
七
日
金
沢
立
、
三
月
五
日
帰
、
小
松
天
神
ニ
も
万
句
之
連
歌
執
行
ニ
付
、

御
内
々
御
代
参
御
持
筒
頭
御
近
習
竹
田
金
右
衛
門 (（（

(

被
遣
、
二
月
廿
五
日
相
勤

之 (（（

(

、

　

［
史
料
４
］
に
よ
れ
ば
、
八
五
〇
年
御
忌
の
藩
主
の
代
拝
は
前
田
左
門
孝
情 (（（

(

（
三

〇
〇
〇
石
）
が
つ
と
め
、
奉
納
品
は
備
前
師
光
の
太
刀
、
白
銀
二
百
枚
で
、
松
梅

院
・
能
作
に
よ
っ
て
百
味
（
供
物
）
と
二
万
灯
が
献
じ
ら
れ
た
。
藩
主
重
熈
が
江

戸
に
在
府
中
の
た
め
江
戸
か
ら
太
刀
の
飾
等
に
つ
い
て
指
示
が
出
さ
れ
た
。
太
刀

の
上
箱
銘
等
は
細
工
奉
行
の
久
田
清
左
衛
門 (（（

(

が
書
き
、「
御
献
納
之
白
銀
」
は
銀

子
を
一
枚
ず
つ
封
紙
で
包
ん
で
献
上
さ
れ
た
。
ま
た
、
封
紙
の
上
書
は
京
都
在
住

の
御
家
人
平
田
内
匠 (（（

(

が
書
き
、
台
四
つ
に
銀
子
が
五
十
枚
ず
つ
積
ま
れ
た
。［
史

料
６
］
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
北
野
社
だ
け
で
な
く
加
賀
の
小
松
天
神
（
梅
林

院
）
で
も
万
句
の
連
歌
が
執
り
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　

八
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
の
様
子
を
最
も
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
の
が
、

［
史
料
５
］
で
あ
る
。
大
野
木
克
寛
が
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
息
子
克
成
の
小
鼓

の
師
「
か
ね
屋
清
四
郎
」
か
ら
の
手
紙
の
内
容
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
江
戸
か
ら
送
ら
れ
た
太
刀
は
二
月
十
七
日
に
京
都
に
届
い
た
。
三
重
の
箱
に

収
め
ら
れ
た
太
刀
は
、
御
徒
横
目
山
田
甚
兵
衛
、
宰
領
足
軽
二
名
、
持
人
足
軽
六

名
の
計
九
名
で
運
ば
れ
て
き
た
と
い
う
。
三
重
の
箱
の
さ
ら
に
外
側
に
は
「
木
地

篗わ
く

箱
」（
篗
の
あ
る
箱
カ
）
が
あ
り
、
注
連
縄
を
は
っ
て
体
裁
が
整
え
ら
れ
た
。

外
箱
で
あ
る
「
木
地
箱
」
に
は
唐
木
綿
白
袷
服
紗
包
が
入
っ
て
い
た
。
中
箱
で
あ

る
「
栗
色
御
箱
」
は
浅
葱
色
の
内
緒
で
前
田
兵
部
孝
起 (（（

(

が
御
用
所
に
お
い
て
封
を

し
、
両
奉
行
・
御
徒
横
目
の
立
ち
合
い
の
上
で
注
連
縄
を
取
り
払
い
、
前
田
左
門

に
渡
さ
れ
た
。
こ
の
「
栗
色
御
筥
」
の
中
に
は
白
羽
二
重
袷
服
紗
包
が
、
内
箱
で

あ
る
「
黒
塗
御
筥
」
に
は
金
粉
で
献
納
の
書
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
箱
は
二
十
五

日
の
卯
下
刻
（
午
前
七
時
頃
）
に
木
地
篗
箱
の
ま
ま
木
地
篗
台
に
載
せ
、
御
徒
を

添
え
て
運
ば
れ
た
。
北
野
の
宿
坊
能
作
方
で
前
田
左
門
は
布ほ
衣い
を
着
用
し
、
熊
谷

半
左
衛
門
は
長
裃
で
社
頭
へ
同
道
し
献
納
の
飾
り
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
九
日

に
は
万
灯
会 (（1

(

が
行
わ
れ
、
大
々
百
味
御
飾
を
供
え
、
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、

藩
主
以
外
の
奉
納
者
は
預
玄
院
（
五
代
綱
紀
の
側
室
）
、
浄
珠
院
（
六
代
吉
徳
の

側
室
、
七
代
宗
辰
の
母
）、
上
総
介
（
後
の
九
代
重
靖
、
八
代
重
熈
の
弟
）、
楊
姫

（
六
代
吉
徳
の
女
）
、
斐
姫
（
六
代
吉
徳
の
女
、
暢
・
操
・
偕
と
も
い
う
）
、
健
次

郎
（
後
の
十
代
重
教
、
七
代
宗
辰
の
弟
）
、
出
雲
守
（
富
山
藩
六
代
利と
し

與と
も

）
の
奥

方
、
松
平
備
後
守
（
大
聖
寺
藩
五
代
利
道
）
で
あ
る
。

　

一
町
人
が
こ
れ
だ
け
詳
細
な
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
、
京

都
屋
敷
に
出
入
り
し
て
い
る
町
人
が
御
忌
の
奉
納
品
の
調
達
に
関
与
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
史
料
に
明
確
に
見
え
な
い
の
で
可
能
性
を
示
す
に
と
ど
め
て

（
（1
）
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お
く
。

　

以
上
の
宝
暦
二
年
の
太
刀
奉
納
過
程
の
内
容
を
ま
と
め
た
の
が
、［
表
３

－

①
］

で
あ
る
。
詳
細
な
製
作
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
江
戸
か
ら
指
示
を
受

け
な
が
ら
奉
納
太
刀
飾
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
御
忌
の
二
十
日
前
に
は
藩
主
の
代

拝
人
が
京
都
に
向
け
金
沢
を
出
立
し
、
太
刀
は
御
忌
の
八
日
前
に
江
戸
か
ら
京
都

に
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
、
奉
納
太
刀
は
「
木
地
箱
」
、
「
栗
色
箱
」
、
「
黒
漆
塗

箱
」
の
三
重
箱
に
収
め
ら
れ
て
奉
納
さ
れ
た
こ
と
、「
木
地
篗
箱
」
に
注
連
縄
を

は
っ
て
九
名
で
運
ば
れ
、
丁
寧
か
つ
厳
重
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
確

認
さ
れ
た
。
北
野
天
満
宮
に
伝
わ
る
外
箱
（
木
地
箱
）
の
蓋
の
表
面
に
は
「
寶
剱

／
御
宿
坊
能
作
」
、
蓋
の
裏
面
に
は
「
宝
暦
二
年
壬
申
歳
九
月
十
六
日
三
日
齋
戒

蔵
／
本
社
内
ニ
陣
／
神
殿
大
預
神
事
奉
行
松
梅
院
法
印
禪
深
（
花
押
）
」
と
い
う

墨
書
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
の
前
田
家
の
太
刀
奉
納
を
担
当
し
た
北
野
社

の
宿
坊
（
宮
仕
）
が
能
作
で
あ
り
、
九
月
十
六
日
に
は
三
日
間
潔
斎
し
た
松
梅
院

禅
深
に
よ
っ
て
内
陣
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

八
五
〇
年
御
忌
の
奉
納
太
刀
の
御
用
に
携
わ
っ
た
職
人
に
つ
い
て
は
、
太
刀
の

鍔
の
銘
と
「
水
野
家
文
書
」
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
［
表
４

－

①
］
）
。
太

刀
の
鍔
に
は
「
後
藤
久
清
（
花
押
）
・
水
野
多
光
（
花
押
）
・
桑
村
克
久
（
花

押
）
」・「
寶
暦
二 

壬申 

年
／
二
月
吉
日
」
と
両
面
に
金
字
で
陰
刻
さ
れ
て
い
る (（（

(

。
加

賀
後
藤
の
家
柄
で
あ
る
後
藤
七
兵
衛
久
清
、
白
銀
師
の
三
代
水
野
源
六
多
光
、
桑

村
家
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
桑
村
源
左
衛
門
克
久
の
三
人
は
京
都
神
護
寺
へ
の
太
刀

奉
納
に
も
携
わ
っ
て
お
り
、
当
時
の
加
賀
を
代
表
す
る
名
工
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
八
〇
〇
年
御
忌
の
時
と
は
異
な
り
、
八
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
で
は
、

加
賀
藩
の
職
人
育
成
策 (（（

(

が
功
を
奏
し
て
か
、
加
賀
の
金
工
職
人
が
中
心
的
な
役
割

を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
八
〇
〇
年
御
忌
の
奉
納
太
刀
と
八
五
〇
年
御
忌
以
降

の
奉
納
太
刀
と
で
は
デ
ザ
イ
ン
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
大
切
羽
に
施

さ
れ
た
梅
や
松
の
表
現
が
異
な
っ
て
お
り
、
八
五
〇
年
御
忌
以
降
は
梅
が
八
重
梅

に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
鞘
の
部
分
が
金
梨
地
か
ら
金
置
平
目
地
へ
と
変
化
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
加
賀
の
職
人
た
ち
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
八
五
〇
年
御
忌
の
太
刀

の
装
飾
デ
ザ
イ
ン
は
九
〇
〇
年
御
忌
・
九
五
〇
年
御
忌
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、
八
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
は
、
加
賀
の
工
芸
史
を
考
え
る

上
で
、
一
つ
の
画
期
と
な
ろ
う
。

⑶
十
一
代
治
脩
に
よ
る
太
刀
奉
納　

　

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
九
〇
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
に
つ
い
て
、
前
田
家

側
の
史
料
を
見
て
い
く
。

 
［
史
料
７
］
政
隣
記
（
一
六.

二
八

－

一
一
）　

津
田
政
隣
編　

自
筆　

　

十
二
月
廿
九
日

　
　

聖 

廟
九
百
回
御
忌
、
来
年
二
月
廿
五
日
就
御
相
當
ニ
京
都
北
野
社
江
御
代
拝

等
之
御
使
人
持
組
前
田
橘
三
江
被
仰
付

但
、
二
月
七
日
発
足
与
翌
正
月
廿
九
日
用
番
山
城
殿
被
仰
渡
、
則
同
日

発
足
、
且
御
獻
納
物
ハ
江
戸
ゟ
北
野
江
被
遣
候
ニ
付
、
指
副
取
唀
御
歩
井

關
右
平
太
、
従
金
澤
取
唀
為
御
用
御
歩
中
西
八
郎
、
橘
三
同
日
発
足
之

事
、
附
、
各
三
月
二
日
金
沢
江
歸
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2⽉7⽇ 前⽥家代拝⼈の前⽥左⾨が⾦沢を出⽴する

2⽉17⽇ 真御太⼑「師光」が江⼾から京都にもたらされる

2⽉19⽇
万燈会

⼤々百味を飾り祈念する

2⽉25⽇

午前7時 ⽊の篗台に載せられた太⼑箱が御徒をそえて運ばれる。前⽥家の代拝⼈が

北野の宿坊（能作）で装束を整え献納の飾りを済ませる。

＊同⽇、⼩松天神（梅林院）で万句の連歌が奉納される

3⽉5⽇ 前⽥左⾨、⾦沢に帰る

（注）「⼤野⽊克寛⽇記」（史料5）、「政隣記」（史料6）により作成した。

12⽉29⽇
⾦沢で完成した太⼑「清則」の拵が江⼾表にもたらされ、藩主（11代治脩）に上覧

する

2⽉4⽇ 太⼑拵が江⼾表より東海道を通り京都へもたらされる

2⽉7⽇ 前⽥家代拝⼈の前⽥橘三と御歩の中⻄⼋郎、京都北野社に向け⾦沢を発⾜する

2⽉25⽇
加賀前⽥家、太々百味と太⼑・⾦銀などを北野社に奉納する。これにより、⾼辻⼤納

⾔による奉幣も⾏われる。

3⽉2⽇ 前⽥橘三ほか2名、⾦沢に帰着する

（注）「政隣記」（史料7）、「續漸得雑記」（史料9）、「宮仕記録」（史料10）により作成した。

2⽉6⽇ 前⽥家御名代の前⽥監物が京都北野社に向け⾦沢を発⾜する

2⽉25⽇ 前⽥監物、京都北野社で代参を勤める

2⽉28⽇ 前⽥監物、京都を発⾜する

閏2⽉5⽇ 前⽥監物、⾦沢に帰着する

（注）「續漸得雑記」（史料12）により作成した。

 ③950年御忌の太⼑「助守」奉納

 〇嘉永5年（1852・⼦）  

［表3］北野社への太⼑奉納過程

 〇宝暦2年（1752・申）  

 〇享和2年（1802・戌）  

 〇享和元年（1801・⾣）  

 ①850年御忌の太⼑「師光」奉納

 ②900年御忌の太⼑「清則」奉納

［表3］北野社への太刀奉納過程

①850年御忌の太刀「師光」奉納

 〇宝暦2年（1752・申）

②900年御忌の太刀「清則」奉納

 〇享和元年（1801・酉）

 〇享和2年（1802・戌）

③950年御忌の太刀「助守」奉納

 〇嘉永5年（1852・子）
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№� 職名� 職人名� 備考�

�� 硎師� 勘兵衛� �

�� � 高良五郎兵衛� �

�� � 高良又六� 高良五兵衛忰�

�� 白銀屋� （水野）源六� �

�� 白銀屋� 源左衛門� �

�� 白銀屋� 次兵衛� �

�� 柄巻師� 弥助� �

�� 蒔絵師� 市兵衛� �

（注）「北野天満宮御献納御太刀相勤候人々書上」（「水野家文書」№�）による�

�

②享和二年（����）�

№� 職名� 職人名� 備考�

�� � 森村平之丞� �

�� � 高良又之丞� �

�� � 水野源六� 寛政三年（����）��月病死�

�� � 後藤清次郎� �

�� 白銀屋� 甚助� 源六病死のため加入�

�� 白銀屋� 吉助� 源六病死のため加入�

�� 柄巻師� 弥助� �

�� 蒔絵師� 市太夫� �

�� 蒔絵師� 与右衛門� �

��� 餝屋� 善兵衛� �

（注）№�～９は「北野天満宮御献納御太刀相勤候人々書上」（「水野家文書」№�）、№��は「真御太刀御金具�

図り書」（「水野家文書」№�）による�

�

�

�

�

�

�

�

�

［表4］北野社奉納太刀の製作に関わった職人たち

①宝暦2年（1752）

②享和2年（1802）
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③嘉永五年（����）�

№� 職名� 職人名� 備考�

�� � 水野源次� �

�� � 駒井久次郎� �

�� 硎師� 高尾太右衛門� �

�� 鞘師� 高良政之丞� �

�� 鞘師� 高尾甚左衛門� �

�� 柄巻師� 河村忠右衛門� �

�� 柄巻師� 北川長蔵� �

�� 白銀師� 後藤七兵衛� �

�� 白銀師� 後藤才次郎� �

��� 白銀師� 水野源六� �

��� 白銀師� 吉助� �

��� 蒔絵師� 与右衛門� �

��� 蒔絵師� 五十嵐長左衛門� �

��� 餝師� 久兵衛� �

��� 指物師� 与助� 伊勢屋（「水野家文書」№�・��・��）�

��� 指物師� 佐六� 山田屋（「水野家文書」№�・��・��）�

��� 指物師� 左平� 糠見屋（「水野家文書」№�・��・��）�

��� 金具師� 財田弥兵衛� �

��� 組屋� 徳右衛門� 京物（「水野家文書」№1�）�

��� （呉服）� 中嶋喜左衛門�

普照寺屋（「水野家文書」№�）、�

呉服・呉服方（「水野家文書」№1�・

��）�

��� 餝師� 横川屋久兵衛� 「水野家文書」№�による�

（注）「北野天満宮御献納御太刀拵方に付請書」（「水野家文書」№�）、「（北野御献納）御太刀被仰付候ニ付罷出候�

様廻状」（「水野家文書」№�）、「北野御献納御太刀打合日延期廻状」（「水野家文書」№��）、「北野御献納御�

太刀御絵形通り治定ニ付廻状」（「水野家文書」№��）による。�

�

�

�

�

�

③嘉永5年（1852）
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［
史
料
８
］
加
藩
諸
事
雑
記
（
一
六.

二
八

－

七
六
）　

森
田
良
見
編　

自
筆

　

一
、
享
和
二
年
二
月
廿
五
日
九
百
年
祭
相
當
ニ
付
、
北
野
御
代
拝
人
知
行
高
二

千
五
百
石
人
持
組
前
田
橘
三
、
御
奉
納
太
刀
備
前
清
則
代
金
五
枚
、
白
銀

三
百
枚
御
献
納
、
世
子
筑
前
守
様
よ
り
白
銀
百
枚
御
奉
納
、
壽
光
院
殿
よ

り
白
銀
五
十
枚
、
正
姫
君
并
ニ
松
壽
院
殿
よ
り
も
白
銀
五
十
枚
宛
御
献
納

有
之
也
、

 
［
史
料
９
］
續
漸
得
雑
記
（
一
六.

〇
五

－

六
）

 
森
田
良
郷
著　

前
田
家
編
輯
方
手
写

　

一
、
享
和
二
年
二
月
二
十
五
日
天
満
宮
九
百
回
御
忌
ニ
付
、
京
都
北
野
江
相
公

様
よ
り
前
々
之
通
り
拵
御
太
刀
御
献
納
被
遊
ニ
付
、
備
前
國
清
則
一
鞘
御

國 

　

御
拵
出
来
之
上
、
前
年
十
二
月
二
十
九
日
金
沢
よ
り
江
戸
表
へ
被

遣
候
、
相
公
様
御
覧
之
上
、
二
月
四
日
江
戸
表
よ
り
東
海
道
通
り
京
都
へ

被
遣
候
、
且
又
金
沢
ゟ
江
戸
表
へ
指
添
ニ
ハ
、
割
場
附
小
頭
壱
人
、
才
領

足
軽
弐
人
、
持
参
人
割
場
附
小
者
雪
中
故
四
十
人
ニ
而
罷
越
候
、
江
戸
表

ゟ
京
都
迄
指
添
人
御
歩
壱
人
、
足
軽
弐
人
、
小
者
八
人
、
宿
人
足
十
六

人
、
京
都
北
野
へ
御
名
代
前
田
橘
三
弐
千
五
百
石

人
持
組　
　

 

、
京
都
御
買
手
會
所
奉

行
岡
田
又
右
衛
門
、
京
御
屋
敷
ゟ
北
野
迄
、
御
太
刀
・
御
献
納
金
銀
入
御

長
持
七
棹
行

烈
（
マ
ヽ
）

相
立
、
跡
ゟ
御
用
聞
町
人
三
拾
余
人
、
布
上
下
着
用
ニ

而
御
供
仕
候
、
北
野
御
先
詰
ニ
而
御
太
刀
等
之
御
指
圖
ハ
、
高
辻
大
納
言

御
父
子
御
三
人
御
装
束
に
て
御
詰
被
成
候
、
前
田
橘
三
ハ
烏
帽
子
直
垂
に

て
馬
上
、
先
乗
り
ハ
岡
田
又
右
衛
門
長
袴
に
て
馬
上
也
、
御
献
納
之
品
々

左
ニ
記
、

　
　
　

御
太
刀
一
腰
、
金
御
拵
備
前
国

清
則　

 

、
但
御
袋
ハ
唐
に
し
き
、
御
箱
蝋
色
、
内

金
平
目
梨
子
、
上
箱
と
も
三
重
に
入
、
其
上
篗
入
に
し
て
し
め
縄
張
、
箱

之
蓋
之
裏
に
金
の
盛
上
に
て
左
之
通
り
有
之
、

享
和
二
年
歳
次
壬
戌
春
二
月
二
十
五
日
奉
納

参
議
正
四
位
下
行
左
近
衛
権
中
将
兼
加
賀
守
菅
原
朝
臣
治
脩

　

　
　
　
　
　

箱
之
蓋
表
に
左
之
通
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
国　

清
則

　
　
　
　
　

天
満
宮
寶
劔　
　
　
　
　
　
　

一
鞘

　

　
　
　
　
　

御
献
納
左
之
通

　
　
　

相
公
様
ゟ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
同
人
様
ゟ

　
　
　

一
、
五
枚　
　
　

判
金　
　
　
　
　

一
、
三
百
枚　
　
　

白
銀

　
　
　

筑
前
守
様
ゟ　
　
　
　
　
　
　
　
　

壽
光
院
様
ゟ

ニ
而
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一
、
百
枚　
　
　

同
断　
　
　
　
　

一
、
五
拾
枚　
　
　

白
銀

　
　
　

正
姫
様
ゟ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
壽
院
様
ゟ

　
　
　

一
、
五
十
枚　
　

白
銀　
　
　
　
　

一
、
五
十
枚　
　
　

同
断

　
　
　

大
聖
寺
飛
騨
守
様
ゟ

　
　
　

一
、
五
十
枚　
　

同
断

　

 

但
、
淡
路
守
様
御
家
督
被
遊
候
得
共
、
御
服
中
ニ
候
故
御
献
納
無
之
候
事 (（（

(

、

　

［
史
料
９
］
の
傍
線
部
に
「
備
前
國
清
則
一
鞘
御
國
ニ
而
御
拵
出
来
」
と
あ
る

よ
う
に
、
九
〇
〇
年
御
忌
の
奉
納
太
刀
も
国
元
の
金
沢
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
十
二
月
、
完
成
し
た
奉
納
太
刀
は
雪
中
の
た
め

割
場
付
小
者
四
十
人
で
金
沢
か
ら
江
戸
ま
で
運
ば
れ
、
十
一
代
治
脩
に
上
覧
し
た

後
、
総
勢
二
十
七
名
の
人
足
ら
に
よ
っ
て
東
海
道
を
通
っ
て
京
都
へ
届
け
ら
れ

た
。
江
戸
に
奉
納
太
刀
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
と
同
日
の
二
十
九
日
、
人
持
組
で

「
御
寺
方
御
名
代
」
の
前
田
橘
三 (（（

(

に
藩
主
の
代
拝
が
命
じ
ら
れ
、
翌
年
の
正
月
二

十
九
日
に
は
、
発
足
日
が
二
月
七
日
に
決
定
し
た
。
奉
納
品
は
江
戸
か
ら
送
る
た

め
、
御
歩
の
井
関
右
平
太
が
添
え
ら
れ
た
。
ま
た
金
沢
か
ら
も
中
西
八
郎
が
前
田

橘
三
に
従
っ
た
。
御
忌
の
日
に
は
、
前
田
橘
三
と
京
都
御
買
手
會
所
奉
行
岡
田
又

右
衛
門
が
加
賀
藩
の
京
都
屋
敷
よ
り
北
野
ま
で
長
持
七
棹
の
行
列
を
組
み
、
布
裃

を
着
用
し
た
御
用
聞
町
人
三
十
余
人
が
こ
れ
に
御
供
し
た
。
北
野
に
は
、
御
太
刀

等
の
指
図
の
た
め
、
高
辻
大
納
言
親
子
三
人
が
装
束
を
着
て
先
に
詰
め
て
い
た
。

前
田
橘
三
は
烏
帽
子
直
垂
を
着
て
馬
上
、
先
乗
の
岡
田
又
右
衛
門
は
長
袴
を
着
て

馬
上
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
二
月
二
十
五
日
の
九
〇
〇
年
御
忌
の
代
参
を
終
え

た
前
田
橘
三
ら
は
三
月
二
日
に
金
沢
に
帰
着
し
て
い
る
。
以
上
の
奉
納
過
程
を
ま

と
め
た
の
が
、［
表
３

－

②
］
で
あ
る
。
な
お
、
藩
主
以
外
の
奉
納
者
は
筑
前
守

（
十
代
重
教
の
次
男
、
十
二
代
斉
広
）
、
寿
光
院
（
十
代
重
教
の
正
室
、
千
間
）
、

正
姫
（
十
一
代
治
脩
の
室
カ
）
、
松
寿
院
（
十
代
重
教
の
次
女
・
穎
、
保
科
容
詮

の
室
）
、
飛
騨
守
（
大
聖
寺
藩
、
八
代
利
考
）
で
、
淡
路
守
（
富
山
藩
、
九
代
利

幹
）
は
服
喪
の
た
め
献
納
し
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
北
野
社
側
の
史
料
を
掲
げ
る
。

 
［
史
料
10
］　

宮
仕
記
録　

享
和
二
年
年
二
月
二
十
五
日
条

　

廿
五
日　

晴　

一
万
燈
宿
坊
成
乗
坊

　
　
　
　
　

 

（
中
略
）

　

一
、
今
日
加
州
太
守
ゟ
太
々
百
味
献
上
ニ
付
、
未
明
ゟ
各
出
勤
、
早
朝
備
可
申

処
、
松
梅
院
義
朝
出
勤
ニ
而
太
々
ニ
加
り
可
申
西
之
□
ニ
付
、
乗
成
坊
ゟ

者
不
相
頼
旨
申
之
、
松
梅
院
者
先
年
も
罷
出
候
故
、
配
膳
可
致
申
之
処
、

宿
坊
之
了
簡
次
第
ニ
而
候
義
申
聞
不
相
頼
、
依
之
松
梅
院
祠
官
中
一
所
ニ

拝
殿
へ
参
法
事
を
始
、
役
者
能
正
へ
申
有
之
、
小
百
味
を
正
面
御
机
ニ
如

先
年
為
飾
候
ニ
付
、
正
面
御
机
塞
有
之
ニ
付
、
法
事
相
済
迄
相
待
候
義
も

い
か
ヽ
故
、
一
先
銘
々
下
宿
致
支
度
等
相
調
、
五
ツ
半
時
亦
々
各
出
勤
之

上
、
太
々
御
供
如
例
奉
備
暫
相
待
候
内
、
加
州
御
代
参
布
衣
着
ニ
而
長
上

下
之
侍
両
人
夥
敷
供
廻
り
ニ
而
参
詣
、
御
奉
納
物
例
之
通
、
真
ノ
御
太
刀

一
腰
、
臺
黄
金
其
他
御
内
室
御
隠
居
御
子
等
一
統
ニ
御
初
尾
銀
臺
乗
壱
色

ツ
ヽ
中
檀
ニ
而
乗
成
坊
へ
被
渡
、
其
度
々
大
床
正
面
ニ
飾
、
扨
乗
成
坊
軾



石川県立歴史博物館紀要　28 号　2019 年 4 月

― 1（ ―

ニ
而

奉
幣
有
之
、
祠
詞
相
済
各
休
息
、
此
間
ニ

神
酒
神
供
代
参
へ
為
戴

候
、
右
ニ
付
高
辻
大
納
言
参
詣
ニ
而
中
檀
ニ
而
奉
幣
御
勤
有
之
也
、
加
州

殿
江
之
挨
拶
と
被
存
也
、
夕
方
各
出
勤
ニ
而
神
供
徹
之
、

　

北
野
社
側
の
記
録
か
ら
は
、
九
〇
〇
年
御
忌
の
一
部
始
終
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
月
二
十
五
日
に
は
、
加
賀
前
田
家
よ
り
太
々
百
味 (（（

(

が
献
上
さ
れ
る
た
め
、

北
野
社
の
宮
仕
た
ち
は
早
朝
よ
り
出
勤
し
た
が
、
松
梅
院
ほ
か
祠
官
中
が
拝
殿
に

て
法
事
を
始
め
た
た
め
、
宮
仕
は
一
旦
下
宿
し
て
準
備
を
整
え
た (（（

(

。
五
ツ
半
時

（
午
前
九
時
頃
）、
宮
仕
は
再
び
出
勤
し
、
太
々
に
備
え
て
し
ば
ら
く
待
つ
と
、
布

衣
を
着
た
前
田
家
の
代
参
が
長
裃
の
侍
両
人
と
夥
し
い
供
を
連
れ
て
参
詣
し
、
例

の
と
お
り
太
刀
・
金
銀
な
ど
を
奉
納
し
た
。
こ
れ
ら
の
奉
納
物
は
中
檀
に
て
宿
坊

の
乗
成
坊
が
受
け
取
り
、
大
床
の
正
面
に
飾
ら
れ
た
。
乗
成
坊
は
軾
（
半
畳
）
に

て
奉
幣
し
祠
詞
を
あ
げ
、
そ
の
後
休
息
し
て
い
る
間
に
、
前
田
家
の
代
参
へ
神

酒
・
神
供
が
渡
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
高
辻
大
納
言
が
参
詣
し
て
中
檀
に
て
奉
幣
を

行
っ
た
後
、
前
田
家
へ
挨
拶
し
、
夕
方
に
は
宮
仕
が
出
勤
し
て
神
供
が
下
げ
ら
れ

た
。
こ
う
し
て
、
九
〇
〇
年
御
忌
に
奉
仕
す
る
宮
仕
た
ち
の
長
い
一
日
が
よ
う
や

く
終
わ
っ
た
。

　

九
〇
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
か
ら
史
料
に
登
場
す
る
高
辻
家
は
、
北
野
社
で
は

「
菅
家
公
家
衆 (（（

(

」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
た
菅
原
姓
の
公
家
で
、
五
代
綱
紀
の
頃
よ

り
前
田
家
と
「
同
姓
」
の
家
と
し
て
親
し
く
交
際
す
る
よ
う
に
な
り
、
前
田
家
の

法
事
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
一
方
で
、
同
家
か
ら
助
力
金
（
米
）
を
受
け
て
い

た (（（

(

。
ま
た
、
高
辻
家
は
加
賀
藩
領
内
で
雷
除
け
の
札
守
を
配
る
活
動
を
行
っ
て
お

り
、
前
田
家
を
後
ろ
盾
と
し
た
経
済
活
動
も
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る (（1

(

。
北
野
社
で
の
太
刀
奉
納
に
高
辻
家
が
関
与
す
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
前
田

家
と
の
つ
な
が
り
が
前
提
と
し
て
あ
る
が
、
古
い
由
緒
を
持
つ
公
家
と
結
び
つ
く

こ
と
は
前
田
家
を
権
威
づ
け
る
上
で
必
要
で
あ
り
、
前
田
家
・
高
辻
家
双
方
に

と
っ
て
有
益
な
関
係
、
相
互
補
完
的
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
九
〇
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
に
つ
い
て
は
、
奉
納
太
刀
の
製
作
に
携

わ
っ
た
職
人
た
ち
の
動
向
を
わ
ず
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
［
表
４

－

②
］
・

［
表
５

－

①
］
）
。
い
つ
か
ら
製
作
に
と
り
か
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
が
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
藩
は
高
良
又
之
丞 (（1

(

ほ
か
十
一
名
に
誓
詞
神
文

を
提
出
さ
せ
て
い
る
の
で
、
寛
政
十
年
に
は
製
作
が
始
ま
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る (（（

(

。
奉
納
の
前
年
に
あ
た
る
享
和
元
年
二
月
二
十
八
日
に
は
太
刀
拵
の
図
面
が

提
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
図
面
は
現
存
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
同
年
四
月

以
降
、
職
人
と
表
御
納
戸
方
と
の
間
で
金
具
製
作
に
か
か
る
費
用
の
調
整
が
な
さ

れ
た
。
こ
の
勘
定
書
に
よ
れ
ば
、
太
刀
の
金
具
・
焼
金
買
上
請
取
高
は
五
十
八
匁

六
分
で
、
そ
の
内
訳
を
列
記
し
た
部
分
に
は
朱
筆
で
改
め
ら
れ
た
部
分
が
多
数
あ

り
、
金
具
の
仕
様
と
費
用
が
製
作
過
程
で
変
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る (（（

(

。

　

太
刀
の
鍔
に
は
「
後
藤
清
明
（
花
押
）・
駒
井
元
甲
（
花
押
）・
高
尾
金
敦
（
花

押
）／
享
和
二
年
二
月
吉
日
」
と
両
面
に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
金
字
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
九
〇
〇
年
御
忌
の
奉
納
太
刀
に
つ
い
て
は
、
享
和
二
年
に
水
野
源
六
・

高
尾
吉
助
が
表
御
納
戸
方
へ
提
出
し
た
太
刀
の
図
面
が
残
っ
て
い
る
（
［
写
真

３
］）。
図
面
に
は
金
を
用
い
る
部
分
に
黄
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
太
刀
の

金
具
の
意
匠
や
技
法
・
素
材
が
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
面
の
奥
書
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2⽉28⽇ 太⼑の絵図（現存せず）を表御納⼾⽅へ提出する

4⽉ 後藤清次郎ほか2名、表納⼾⽅へ太⼑の⾦具にかかる費⽤の⾒積を表御納⼾⽅に報告する

6⽉
⽩銀屋後藤清次郎ほか3名、太⼑の⾦具にかかる費⽤の⾒積を表御納⼾奉⾏の井⼝勇次郎

・井上靱負に報告する

11⽉ ⽩銀屋後藤清次郎・甚助・吉助、奉納太⼑の⾦具にかかる費⽤を表納⼾⽅に報告する

6⽉14⽇
表御納⼾奉⾏の中村⻑三郎・吉野半次、硎師⾼尾太右衛⾨ほか16名に表納⼾⽅への出仕を

命じる

6⽉ ⽔野源次ほか19名、表御納⼾⽅役所へ御⽤の請書を提出する

⽔野源六ほか4名、表御納⼾⽅へ⼿間料・雑⽤銀として中勘の⽀払いを願い出る

⽔野源六ほか5名、表御納⼾⽅へ⼿間料・雑⽤銀として中勘の⽀払いを願い出る

⽔野源六ほか3名、表御納⼾⽅へ新たに⼿間料などが⽣じたため中勘の⽀払いを願い出る

9⽉ ⽔野源六ほか3名、表御納⼾⽅へ⼊⽤⾦銀・⼿間料などの中勘の⽀払いを願い出る

2⽉16⽇
表御納⼾奉⾏の⽯川栄左衛⾨・井浦理三郎、⾼尾太右衛⾨ほか16名の職⼈たちに打ち合わ

せ⽇の変更を伝える

4⽉4⽇
表御納⼾奉⾏の樋⼝芥吉・⽯川栄左衛⾨、硎師⾼尾太右衛⾨ほか16名の職⼈たちに打ち合

わせ⽇を伝える

4⽉16⽇
表御納⼾奉⾏の樋⼝芥吉・⽯川栄左衛⾨、硎師⾼尾太右衛⾨ほか17名の職⼈たちに打ち合

わせ⽇の延期を伝える

4⽉
⽩銀師⽔野源六、表御納⼾御役所へ「光」の字を⽤いて奉納太⼑の鍔に「光和」と名彫す

ることを願い出る

5⽉ 5⽉11⽇から翌年の正⽉晦⽇までの太⼑の⼑⾝を預かる⼈々の名前と期間を定める

6⽉17⽇
蒔絵師与右衛⾨、⾵邪で外出できないため⽔野源六に「⼀貫三百七拾弐匁」の領収証を代

理で（表御納⼾御役所へ・筆者注）提出するよう依頼する

6⽉24⽇ 表御納⼾⽅役所、太⼑拵⽅の請書を作成し持参するよう諸職⼈に命じる

6⽉28⽇
表御納⼾奉⾏の中村⻑三郎・吉野半次、駒井久次郎に⽔野源六とともに表御納⼾役所へ出

仕するよう命じる

― ⽩銀師源蔵ほか3名、当年より「定式御⽤」に加えられる

9⽉
表御納⼾奉⾏の樋⼝芥吉・中村⻑三郎、太⼑が絵形通りに完成したことを硎師⾼尾太右衛

⾨ほか15名に伝える

10⽉12⽇
表御納⼾奉⾏の樋⼝芥吉・中村⻑三郎、⾼尾太右衛⾨ほか15名に中勘銀を渡すため明後⽇

14⽇四ツ時に表御納⼾役所へ出仕するよう命じる

11⽉28⽇ 表御納⼾奉⾏の樋⼝芥吉、硎師⾼尾太右衛⾨ほか11名に打ち合わせ⽇時を知らせる

12⽉11⽇ ⽔野源次ほか4名、表御納⼾⽅御⽤へ⾦具の細⼯割を提出する

＊「⽔野家⽂書」により作成した。

［表5-①］享和2年（1802）奉納太⼑「清則」の製作過程

〇享和元年（1801・⾣）

［表5-②］嘉永5年（1852）奉納太⼑「助守」の製作過程

〇嘉永3年（1850・戌）

〇嘉永4年（1851・亥）

8⽉

［表5-①］享和2年（1802）奉納太刀「清則」の製作過程

 〇享和元年（1801・酉）

［表5-②］嘉永5年（1852）奉納太刀「助守」の製作過程

 〇嘉永3年（1850・戌）

 〇嘉永4年（1851・亥）
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［
写
真
3
］
享
和
二
年
北
野
へ
御
献
納
太
刀
拵
図
（
「
水
野
家
文
書
」
N
o
.
4
）
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に
よ
れ
ば
、
製
作
途
中
で
白
銀
師
水
野
源
六
が
病
死
し
、
ま
た
源
六
の
息
子
は
服

忌
に
つ
き
御
用
を
つ
と
め
る
の
が
難
し
い
た
め
、
駒
井
甚
助 (（（

(

・
高
尾
吉
助
の
二
名

が
源
六
の
代
わ
り
と
し
て
急
遽
加
わ
り
、
御
用
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な

お
、
外
箱
の
蓋
の
裏
面
に
は
「
御
師　

順
承
」
と
い
う
墨
書
銘
が
あ
る
が (（（

(

、
松
梅

院
が
奉
納
に
関
与
し
た
こ
と
を
示
す
墨
書
は
九
〇
〇
年
御
忌
以
降
確
認
で
き
な
く

な
る
。

　

以
上
が
九
〇
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
過
程
で
あ
る
が
、
太
刀
を
北
野
社
に
奉
納

し
た
直
後
の
翌
三
月
、
十
一
代
治
脩
は
斉
広
に
家
督
を
譲
り
、
隠
居
し
た
。

⑷
十
三
代
斉
泰
に
よ
る
太
刀
奉
納

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
九
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
に
つ
い
て
は
北
野
社

側
の
史
料
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
前
田
家
側
の
史
料
の
み
が
残
っ
て
い
る
。

 
［
史
料
11
］
加
藩
諸
事
雑
記
（
一
六.

二
八

－
七
六
）　

　

一
、
嘉
永
五
年
二
月
廿
五
日
九
百
五
十
年
祭
相
當
ニ
付
、
北
野
御
代
拝
人
知
行

高
三
千
石
人
持
組
前
田
監
物
、
御
奉
納
太
刀
備
前
助
守
外
白
銀
等
、
前
々

之
依
旧
例
御
献
納
有
之
也
、

 
［
史
料
12
］
續
漸
得
雑
記
（
一
六.

〇
五

－

六
）　

　

 

京
都
北
野
江
、
御
名
代
前
田
監
物　

孝
連
人
持
組
三
千
石　

二
月
六
日
発
足
、
二

十
五
日
御
代
参
相
勤
、
途
中
行
粧
等
享
和
二
年
御
献
納
之
通
、
同
二
十
八
日

彼
表
発
足
、
閏
二
月
五
日
帰
着
也
、
右
御
遠
忌
ニ
付
少
将
慶
寧
公
御
詠
歌
、

　
　

天
満
て
る
神
の
な
か
れ
を
汲
し
身
の
い
か
て
か
梅
を
よ
そ
に
詠
め
ん

　

［
表
３

－

③
］
に
示
し
た
通
り
、
九
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
は
、
こ
れ
ま
で

の
先
例
に
な
ら
っ
て
行
わ
れ
、
代
拝
人
は
前
田
孝
連 (（（

(

で
あ
っ
た
。
外
箱
の
蓋
の
表

面
に
は
「
御
太
刀
／
御
師
順
承
」
、
裏
面
に
は
「
御
師　

能
作
家
」
と
い
う
墨
書

銘
が
あ
り
、
八
五
〇
年
御
忌
以
降
の
前
田
家
の
太
刀
奉
納
を
担
当
し
た
宿
坊
が
い

ず
れ
も
能
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

以
上
の
史
料
か
ら
は
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
の
進
め
方
に
大
き
な
変
化
は
見
ら

れ
な
い
が
、
九
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
に
つ
い
て
は
、「
水
野
家
文
書
」
に
奉

納
太
刀
の
製
作
過
程
を
伝
え
る
史
料
が
あ
る
程
度
残
っ
て
い
る
（［
表
５

－

②
］）。

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六
月
、
表
御
納
戸
方
か
ら
職
人
た
ち
に
御
用
が
申
し
付

け
ら
れ
、
刀
身
の
押
型 (（（

(

が
製
作
さ
れ
る
と
と
も
に
、
製
作
の
た
め
の
打
ち
合
わ
せ

や
費
用
の
調
整
が
行
わ
れ
た (（（

(

。［
表
４

－

③
］
に
あ
る
よ
う
に
、
白
銀
師
の
ほ
か

鞘
師
や
柄
巻
師
、
蒔
絵
師
と
い
っ
た
二
十
一
名
の
職
人
の
名
前
が
確
認
で
き
、
こ

れ
ら
の
職
人
た
ち
を
統
括
し
て
い
た
の
が
水
野
源
六
で
あ
っ
た
。
太
刀
の
細
工
割

［
表
６
］
も
残
っ
て
お
り
、
刀
身
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
五
月
十
一
日
か
ら

翌
年
正
月
晦
日
ま
で
高
尾
太
右
衛
門
・
高
良
政
之
丞
・
高
尾
甚
左
衛
門
・
水
野
源

六
の
四
名
が
お
よ
そ
二
週
間
お
き
に
交
代
で
預
か
り
、
一
ヶ
所
で
長
く
保
管
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
い
た (（（

(

。
江
戸
時
代
の
奉
納
太
刀
の
う
ち
師
光
以
外
の
太

刀
に
つ
い
て
は
、
本
阿
弥
家
の
折
紙
（
極
書
）
が
折
紙
箱
と
と
も
に
北
野
天
満
宮

に
現
存
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
高
価
な
太
刀
が
紛
失
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
厳
重

に
管
理
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る (（1

(

。
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太
刀
の
鍔
に
は
「
水
野
克
弘
（
花
押
）・
駒
井
永
清
（
花
押
）・
水
野
光
和
（
花

押
）・
高
尾
金
章
（
花
押
）／
嘉
永
五
年
壬
子
二
月
吉
日
」
と
両
面
に
金
字
で
陰
刻

さ
れ
て
い
る
［
写
真
４
］
。
水
野
克
弘
は
本
家
筋
に
あ
た
る
水
野
源
次
家
の
職
人

で
あ
る
が
、
水
野
源
六
光
和
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
に
家
元
の
後
藤
家

の
通
り
字
で
あ
る
「
光
」
の
字
を
名
乗
る
こ
と
を
藩
の
表
御
納
戸
役
所
へ
願
い
出

て
許
さ
れ
て
い
る
［
史
料
1（
］。

［写真4］嘉永5年（1852）950年御忌奉納太刀「助守」の鍔

№ 職⼈名 製作を担当する⾦具

御⼤切⽻弐枚共

御星⽬釘

御縁頭共

御⾰紋両⽅共

御鍔幷御切⽻共

御鎺

御鞘責

御⾰先御⾦具

御猿⼿御鵐⽬

御帯取⼆ノ分

御⽯突

御⾰紋裏具

⽩銀師後藤（改）才次郎

（注）嘉永4年（1851）12⽉11⽇、⽔野源次ほか4名がに「表御納⼾御⽤」へ提出した「御

献納御太⼑御⾦具細⼯割」（「⽔野家⽂書」No.25）により作成した。

1

2

3

4

⽔野源次

駒井久次郎

⽩銀師吉助

［表6］助守の金具細工割
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［
史
料
13
］
北
野
御
献
納
御
太
刀
拵
方
に
付
光
の
字
名
乗
り
願
書

　
　
　
　
　

乍
恐
奉
申
上
候

　

一
、
今
般
私
義

　
　
　

北
野
御
献
納
御
太
刀
御
拵
方

　
　
　

被
為
仰
付
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合

　
　
　

奉
存
候
、
就
夫
御
鍔
ニ
名
彫
被
為

　
　
　

仰
付
候
ニ
付
、
私
義
光
和
与
相
名
乗
申
候
所

　
　
　

光
ノ
字
相
改
申
候
様
被
為
仰
渡
、
奉
得

　
　
　

其
意
候
、
右
光
ノ
字
幷
乗
ノ
字
之
義
ハ

　
　
　

彫
物
元
祖
後
藤
祐
乗
以
来
於
家
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
銀
職
徒
者

　
　
　

通
り
字
御
座
候
ニ
付
、
免
シ
無
之
候
而
者
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
々
ゟ

　
　
　

名
乗
御
座
候
、
然
所
私
方
江
者
被
免
置
候
間
、

　
　
　

代
々
光
ノ
字
を
以
相
名
乗
申
候
、
則

　
　
　

宝
暦
年
中　

御
献
納
御
太
刀
被
為
仰
付
候
節
も

　
　
　

多マ
サ

光ミ
ツ

与
名
彫
仕
候
、
右
之
仕
合
御
座
候
間
、

　
　
　

恐
多
奉
存
候
得
共
、
何
卒
光
ノ
字

　
　
　

御
免
被
為
仰
付
被
下
候
義
者
相
成

　
　
　

申
間
敷
哉
、
乍
恐
此
段
奉
願
上
候
、

　
　

右
願
之
趣通
り
被
為
仰
付
被
下
候
者

 

　
　

難
有
仕
合
ニ
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　

亥

　
　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
銀
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
源
六

　
　
　
　

表
納
戸
御
役
所

　
　
　

右
御
聞
届
ニ
付
光
和
与
名
彫
仕
候
事

　

加
賀
後
藤
の
家
と
家
元
の
後
藤
家
と
の
間
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
決
め
が
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が (（1

(

、
水
野
家
は
家
元
の
後
藤
家
よ
り
「
光
」
の
字
を
名
乗

る
こ
と
を
許
さ
れ
、
八
五
〇
年
御
忌
の
際
に
も
先
祖
が
「
多
光
」
と
名
乗
っ
た
先

例
を
引
い
て
藩
の
表
御
納
戸
方
を
説
得
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
金
工
の
後
藤
家
の

正
統
な
流
れ
を
ひ
く
職
人
で
あ
る
と
い
う
水
野
源
六
の
主
張
が
垣
間
見
え
、
興
味

深
い
。

⑸
奉
納
太
刀
の
箱
に
つ
い
て

　

最
後
に
、
太
刀
を
収
め
る
箱
や
折
紙
箱
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

「
加
越
能
文
庫
」
に
は
、
北
野
天
満
宮
奉
納
太
刀
を
収
め
た
箱
に
つ
い
て
の
情
報

を
伝
え
る
史
料
が
二
件
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
、
九
〇
〇
年
御
忌
と
九
五
〇
年
御

忌
の
奉
納
太
刀
の
箱
の
文
字
の
輪
郭
を
写
し
た
も
の
で
あ
る (（（

(

［
写
真
５
］。

　

も
う
一
つ
は
、
九
五
〇
年
御
忌
の
奉
納
太
刀
の
箱
の
製
作
を
担
当
し
た
五
十
風
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長
左
衛
門 (（（

(

・
蒔
絵
師
与
右
衛
門
が
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
藩
の
表
納
戸
役

所
へ
提
出
し
た
箱
の
仕
様
・
見
積
書 (（（

(

で
、
彼
ら
が
「
真
之
御
太
刀
御
鞘
」
と
「
御

太
刀
箱
」・「
御
中
箱
」・「
御
折
紙
箱
」
の
三
箱
お
よ
び
箱
の
文
字
を
高
蒔
絵
で
仕

上
げ
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
金
額
と
仕
様
を
ま
と
め
た
の

が
［
表
７
］
で
あ
る
が
、
総
額
は
二
貫
九
〇
四
匁
で
あ
っ
た
。
鞘
は
「
平
目
梨
子

地
」、
太
刀
箱
の
仕
様
は
全
体
が
「
黒
蝋
色
」、
内
側
と
太
刀
掛
二
つ
が
金
梨
子
地

（
濃
梨
子
地
と
も
）
、
木
丁
面
縁
廻
は
「
金
紛
色
付
」
、
中
箱
は
内
外
と
も
に
「
す

き
溜
塗
」、
折
紙
箱
は
外
が
「
黒
蝋
色
」、
内
が
「
黒
塗
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
太
刀
拵
だ
け
で
な
く
、
太
刀
を
収
め
る
箱
に
つ
い
て
も
豪
華
か
つ
丁
寧
な
つ

く
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

№ 項⽬ 費⽤ 仕様

中塗、渡は極上焼⻩⾦平⽬置詰、鯉⼝は上々焼⻩

⾦粉に仕上げる

⽊地より製作し、惣布きせ上々堅地外蠟⾊仕上げ、

箱の内裏・太⼑掛⼆つを惣地焼⾦梨⼦地とし、⽊

丁⾯縁廻り、焼⻩⾦粉⾊付に仕上げる

⽊地より製作し、惣布きせ上々堅地外蠟⾊内⿊塗、

縁上々焼⻩（⾦粉の⼆字脱カ）⾊付に仕上げる

太⼑箱・中箱・折紙箱に⼊れる⽂字⼤⼩62字ばかり

を上々焼⻩⾦粉⾼蒔絵極上仕⽴に仕上げる

2貫904匁

375匁

（注）嘉永３年（1850）に表御納⼾役所へ提出した「北野天満宮御宝剣御箱等御図り書」（16.61−200）

により作成した。

2 御太⼑箱 1貫576匁

渡・内外ともにすき溜塗に仕上げる

御折紙箱

5 ⽂字の仕上げ

計

1

3

4

真之御太⼑御鞘

御中箱

726匁

170⽬

57匁

［表7］奉納太刀「助守」の箱製作および文字の仕上げにかかる費用
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［写真5］天満宮宝剣箱書文字・折紙題筌等写（部分）
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お
わ
り
に

　

加
賀
前
田
家
に
よ
る
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
過
程
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い

て
、
前
田
家
側
・
北
野
社
側
の
史
料
、
太
刀
製
作
に
携
わ
っ
た
白
銀
師
水
野
家
の

史
料
を
用
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め

て
結
び
と
し
た
い
。

　

元
禄
十
五
年
の
八
〇
〇
年
御
忌
に
際
し
、
五
代
綱
紀
が
宮
仕
の
能
順
を
仲
介
と

し
て
北
野
社
に
太
刀
を
奉
納
し
た
。
こ
の
時
は
あ
く
ま
で
も
北
野
社
で
行
わ
れ
る

御
忌
に
合
わ
せ
て
の
奉
納
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
前
田
家
は
北
野
社
で
も
菅
家

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る (（（

(

。
そ
し
て
、
五
〇
年
後
の
八
五
〇
年

御
忌
、
さ
ら
に
五
〇
年
後
の
九
〇
〇
年
御
忌
と
奉
納
の
回
数
を
重
ね
て
い
く
中

で
、
同
姓
（
菅
原
姓
）
と
さ
れ
る
高
辻
家
と
の
交
際
を
深
め
、
前
田
家
の
太
刀
奉

納
は
北
野
社
の
御
忌
を
構
成
す
る
一
行
事
と
し
て
恒
例
化
し
て
い
っ
た
。
太
刀
奉

納
に
あ
た
っ
て
は
、
天
神
に
敬
意
を
払
い
、
太
刀
を
収
め
た
三
重
箱
の
上
に
注
連

縄
を
張
っ
た
篗
箱
を
設
け
、
威
儀
を
正
し
た
代
参
の
長
い
行
列
が
組
ま
れ
た
。
大

勢
の
御
供
を
連
れ
て
参
拝
す
る
前
田
家
の
行
列
は
人
目
を
驚
か
せ
た
で
あ
ろ
う
。

藩
主
の
代
拝
人
で
あ
る
「
御
寺
方
御
名
代
」
は
人
持
組
の
前
田
家
（
菅
原
姓
）
か

ら
選
ば
れ
、
藩
主
に
代
わ
っ
て
前
田
家
一
族
か
ら
の
金
子
・
銀
子
等
と
と
も
に
百

味
・
太
刀
を
献
上
す
る
儀
礼
を
行
い
、
万
灯
の
献
上
を
行
う
役
目
を
負
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
御
忌
に
際
し
て
藩
主
が
北
野
社
に
参
詣
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
太
刀
や
金
銀
を
北
野
社
に
奉
納
し
、
家
や
領
国
の
繁
栄
を
祈
る
こ
と
は
、

歴
代
藩
主
が
政
治
を
行
う
上
で
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ

の
意
味
で
は
前
田
家
の
統
治
の
根
幹
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

第
二
に
、
奉
納
太
刀
の
製
作
過
程
や
体
制
、
藩
の
指
示
系
統
、
金
工
の
家
元
で

あ
る
後
藤
家
と
加
賀
の
職
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
ず
、
奉
納
太
刀
は
い
ず
れ
も
折
紙
付
き
の
名
刀
で
、
八
五
〇
年
御
忌
以
降

は
藩
の
表
御
納
戸
方
を
通
じ
て
発
注
を
受
け
た
加
賀
の
職
人
た
ち
が
、
分
業
体
制

で
拵
や
箱
を
製
作
し
た
。
と
り
わ
け
、
金
具
の
細
工
は
当
初
家
元
の
後
藤
家
が
主

導
し
て
い
た
が
、
八
五
〇
年
御
忌
以
来
、
加
賀
が
誇
る
名
工
た
ち
に
よ
る
装
飾
デ

ザ
イ
ン
が
確
立
し
、
継
承
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
奉
納
太
刀
製
作
に
携
わ
る

職
人
た
ち
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
が
白
銀
師
の
水
野
源
六
家
で
、
太
刀
の

装
飾
や
細
工
割
、
藩
の
表
御
納
戸
方
と
の
折
衝
な
ど
に
お
い
て
も
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
た
。「
水
野
家
文
書
」
の
一
連
の
史
料
か
ら
、
表
御
納
戸
方
と
職
人
た

ち
が
先
例
を
も
と
に
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
、
職
人
名
が
彫
ら
れ
た
太
刀
の
鍔
か
ら
は
、
優
れ
た
仕
事
を
後
世

に
残
そ
う
と
し
た
職
人
た
ち
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
前
田
家
に
よ
る
北
野
社

へ
の
太
刀
奉
納
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
奉
納
品
の
製
作
体
制
や
家
元
の
後
藤
家
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
加
賀
の
工
芸
史
を
考
え
る
上
で
も
さ
ら
に
深
め
る
べ
き
課

題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
北
野
社
へ
の
太
刀
奉
納
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
前
田
家
の
京
都
に

お
け
る
社
会
的
関
係
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
千
葉
氏
が
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
京
都
屋
敷
の
規
模
・
機
能
は
必
要
最
低
限
の
も
の
で
あ
り
、
京
都
詰

人
の
権
限
も
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
天
神
御
忌
に
関
与
す

る
京
都
詰
め
の
藩
士
や
町
人
は
、
京
都
屋
敷
を
拠
点
に
担
当
す
る
職
務
の
一
つ
と
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し
て
、
天
神
御
忌
の
た
め
の
書
付
作
成
や
物
品
購
入
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
田
家
は
能
順
・
順
承
（
能
承
）
ら
北
野
社
の
宮
仕
（
宿

坊
）
や
公
家
の
高
辻
家
と
の
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
北
野
社
の
天
神
御
忌
の

行
事
に
参
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
前
田
家
が
北
野
社
へ
太
刀
を
奉
納
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
京
都
で
の
交
際
、
京
都
詰
人
と
江
戸
や
国
元
の
藩
士
と
の

連
携
、
物
品
を
調
達
す
る
町
人
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
前
田
家
が
太
刀
奉
納
等
を
通
じ
て
北
野
社
（
天
神
）
と
の
関
係
を
保

ち
続
け
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
見
通
し
を
述
べ
た
い
。
小
松
に
隠
居
し
た
三

代
利
常
は
、「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
に
お
い
て
前
田
家
が
菅
原
姓
で
あ
る
こ
と
を

公
式
に
主
張
し
、
五
代
綱
紀
は
そ
の
流
れ
を
受
け
て
北
野
社
へ
太
刀
を
奉
納
す
る

こ
と
に
よ
り
、
天
神
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
そ
の
慣
習
は
歴
代
藩
主
に
受
け
継

が
れ
た
。
そ
し
て
、
加
賀
藩
領
内
の
天
神
信
仰
は
、
家
臣
や
領
民
を
連
歌
会
や
御

忌
の
祭
祀
に
参
画
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
個
別
の
大
名
家
の
先
祖
と
い
う
枠
を
こ

え
、
前
田
家
の
家
臣
・
領
民
を
あ
げ
て
祀
る
象
徴
的
存
在
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ

た
点
に
特
徴
が
あ
る (（（

(

。
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
前
田
家
は
盛
大
に
天
神
御

忌
の
行
事
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
近
世
大
名
と
し
て
の
前
田
家
の
権
威
を
高
め
、

あ
る
い
は
対
外
的
に
広
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
時
点
で

は
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
、
加
賀
藩
領
内
に
お
け
る
天
神
信
仰
の
展
開

や
前
田
家
の
由
緒
形
成
、
他
の
大
名
家
と
の
比
較
な
ど
を
通
じ
て
、
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

註
（
1
）
加
賀
前
田
家
が
い
つ
か
ら
菅
原
道
真
（
天
神
）
を
意
識
し
、
菅
原
姓
を
名
乗
っ
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
初
め
て
明
確
に
菅
原
姓
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
の
は
、
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
江
戸
幕
府
が
諸
大
名
に
提
出
さ
せ

た
系
譜
を
も
と
に
編
纂
し
た
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」（
完
成
は
同
二
十
年
九
月
）
に

お
い
て
で
あ
る
。

（
（
）
現
在
の
北
野
天
満
宮
（
京
都
市
上
京
区
馬
喰
町
）
。
菅
原
道
真
を
主
祭
神
と
す
る
神

社
で
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
北
野
の
地
に
建
立
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
歴
史
用

語
と
し
て
は
「
北
野
社
」
の
語
を
用
い
る
。

（
（
）
前
田
家
の
奉
納
太
刀
の
う
ち
、
恒
次
・
師
光
・
助
守
の
三
振
は
図
録
『
北
野
天
満
宮

神
宝
展
』（
京
都
国
立
博
物
館
・
東
京
新
聞
、
二
〇
〇
一
年
）
に
図
版
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
前
田
家
奉
納
太
刀
の
史
料
紹
介
に
つ
い
て
は
、
藤
井
讓
治
「
歴
史
の
一
齣　

前
田
綱
紀
奉
納
の
太
刀
―
青
江
恒
次
―
」『
北
野
天
満
宮
社
報
』
第
三
四
三
号
、
二

〇
〇
二
年
）
、
同
「
歴
史
の
一
齣　

前
田
重
熈
奉
納
の
太
刀
―
備
前
師
光
―
」（
『
北

野
天
満
宮
社
報
』
第
三
四
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
天
満
宮　

歴
史
の
一
齣　

加
賀
前
田
家
十
六
代
前
田
利
為
奉
納
の
太
刀
」（『
北
野
天
満
宮
社
報
』
二
十
一
号
、

二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。　

（
（
）
現
在
の
小
松
天
満
宮
（
小
松
市
天
神
町
一
）。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）、
三
代
利
常

に
よ
っ
て
小
松
城
の
鬼
門
に
建
立
さ
れ
た
社
で
、
小
松
天
神
、
梯
天
神
と
も
呼
ば
れ

た
。

（
（
）
玉
泉
寺
（
時
宗
）
に
隣
接
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
天
満
宮
（
現
在
の
泉
野
菅
原
神
社
）。

玉
泉
寺
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
前
田
利
長
夫
人
の
玉
泉
院
（
永
）
が
、
天

神
を
祀
っ
て
い
た
越
中
国
の
浄
禅
寺
を
勧
請
し
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
玉
泉

寺
と
改
め
玉
泉
院
の
位
牌
所
と
し
た
。
其
阿
南
水
比
丘
を
開
山
と
し
、
法
楽
の
た
め

に
月
次
連
歌
を
催
し
、
連
歌
料
と
し
て
毎
年
米
十
二
石
が
寄
進
さ
れ
、
江
戸
時
代
に

は
金
沢
を
代
表
す
る
天
満
宮
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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（
（
）「
開
帳
旧
記
」（
加
越
能
文
庫
、
一
六.

六
一

－

二
六
〇
）。
例
え
ば
、
寛
延
四
年
（
一

七
五
一
）
正
月
八
日
に
小
松
梅
林
院
が
寺
社
奉
行
の
多
賀
宇
兵
衛
に
提
出
し
た
文
書

に
よ
る
と
、
元
禄
十
五
年
の
八
〇
〇
年
御
忌
の
際
に
は
前
年
に
前
田
家
か
ら
連
歌
千

句
と
灯
明
会
を
執
行
す
る
旨
が
仰
せ
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
奉
納
連
歌
の
巻
頭
は
作

代
、
巻
二
か
ら
は
年
寄
衆
の
発
句
が
収
め
ら
れ
、
人
持
衆
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。

（
（
）
田
畑
勉
「
加
賀
藩
財
政
と
産
物
方
政
策
の
動
向
」（『
加
賀
藩
社
会
経
済
史
の
研
究
』

（
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
）。

（
（
）
黒
川
威
人
『
金
沢
金
工
師　

水
野
源
六
家
史
料　

江
戸
期
金
沢
ご
用
職
人
の
創
造
の

原
点
』（
橋
本
清
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
元
祖
は
摂
州
大
坂
の
人
で
水

野
源
次
好
栄
と
い
う
豊
臣
家
の
武
士
で
あ
っ
た
が
、
徳
川
の
時
代
と
な
り
武
士
を
捨

て
て
京
都
で
白
銀
師
を
志
し
、
後
藤
光
乗
に
入
門
、
長
乗
に
も
師
事
し
た
。
慶
長
年

間
に
は
二
代
利
長
の
御
用
を
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
五
人
扶

持
を
頂
戴
し
て
金
沢
へ
移
り
住
ん
だ
（
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
屋
敷
地
を
拝
領

し
て
以
来
、
水
野
源
六
家
は
代
々
高
岡
町
に
居
住
し
た
）。

　

初
代
源
六
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
分
家
独
立
し
、
寛
永
年
中
に
三
代
利
常

よ
り
五
人
扶
持
を
賜
り
、
白
銀
職
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
。
年
頭
の
お
目
見
や
参
勤
交

代
の
見
送
り
・
出
迎
え
に
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
武
器
の
製
作
な
ど
数
々
の
仕
事
を

藩
か
ら
受
け
て
い
る
。
後
藤
悦
乗
が
江
戸
に
帰
る
際
、
水
野
源
六
に
白
銀
職
頭
取
の

役
目
を
託
し
た
と
い
わ
れ
、
信
頼
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
北
野
社
へ
の

奉
納
太
刀
製
作
に
は
、
三
代
源
六
多
光
（
八
五
〇
年
御
忌
）
、
四
代
源
六
光
政
（
九

〇
〇
年
御
忌
）
、
七
代
源
六
光
和
（
九
五
〇
年
御
忌
）
が
関
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、

水
野
家
は
（
源
次
家
・
源
六
家
と
も
に
）、
後
藤
理
兵
衛
家
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、

水
野
源
次
家
由
緒
の
初
代
の
部
分
に
「
江
戸
表
理
兵
衛
弟
子
」
と
あ
り
、
源
六
家
の

古
文
書
で
あ
る
「
水
野
家
文
書
」
に
も
理
兵
衛
家
と
の
や
り
と
り
を
伝
え
る
文
書
が

含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
加
越
能
文
庫
の
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
金
沢
市
立

玉
川
図
書
館
蔵
、
一
六.

三
一

－

六
五
）
は
「
先
祖
由
緒
」
と
略
す
。

（
（
）
目
録
は
、
黒
川
威
人
「
加
賀
金
工
、
水
野
家
史
料
（
二
）
―
全
史
料
見
出
し
」（『
金

沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要　

第
四
十
号
』
金
沢
美
術
工
芸
大
学
、
一
九
九
六
年
）
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
水
野
家
文
書
」
の
総
点
数
は
五
八
三
点
、
内

訳
は
「
金
工
業
職
務
関
係
」
二
二
五
点
、「
扶
持
・
相
続
・
訴
願
」
一
〇
一
点
、「
後

藤
勘
兵
衛
関
係
書
簡
」
二
十
四
点
、「
後
藤
理
兵
衛
関
係
書
簡
」
七
十
六
点
、「
絵
形

紋
型
図
案
」
四
十
九
点
、「
家
事
」
六
十
五
点
、「
趣
味
蔵
書
そ
の
他
」
四
十
三
点
で

あ
る
。
関
連
す
る
研
究
と
し
て
、
同
「
水
野
源
六
家
と
加
賀
金
工
（
１
）
」（
『
金
沢

美
術
工
芸
大
学
紀
要　

第
三
十
五
号
』（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
、
一
九
九
一
年
）、
同

「
幻
の
デ
ザ
イ
ン
都
市
―
白
銀
師
・
水
野
源
六
家
の
歩
み
を
通
し
て
―
」（
『
ホ
ワ
ッ

ト
イ
ズ
・
金
沢
』
前
田
印
刷
株
式
会
社
出
版
部
、
一
九
九
二
年
）
、
同
「
水
野
源
六

家
と
金
工
（
２
）」（『
金
沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要　

第
三
十
七
号
』（
金
沢
美
術
工
芸

大
学
、
一
九
九
三
年
）
、
同
「
加
賀
金
工
、
水
野
源
六
家
史
料
（
一
）
―
扶
持
相
続

訴
願
関
係
（
１
）
」（
『
金
沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要　

第
三
十
九
号
』
金
沢
美
術
工
芸

大
学
、
一
九
九
五
年
）、
黒
川
前
掲
書
（
註
（
）
等
が
あ
る
。

（
11
）
石
津
裕
之
「
近
世
に
お
け
る
神
社
伝
奏
に
関
す
る
一
考
察
―
北
野
社
を
素
材
と
し
て

―
」（
『
日
本
史
研
究
』
六
三
七
号
、
二
〇
一
五
年
）
、
同
「
近
世
僧
位
僧
官
の
叙
任

経
路
に
関
す
る
一
考
察
―
北
野
社
を
素
材
と
し
て
―
」
（
『
史
林
』
第
九
九
巻
第
五

号
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
神
社
・
門
跡
・
社
僧
―
宮
寺
と
し
て
の
近
世
北
野
社
―
」

（『
日
本
史
研
究
』
六
六
六
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
11
）
千
葉
拓
真
「
加
賀
前
田
家
に
お
け
る
公
家
と
の
交
際
―
「
通
路
」
と
家
格
を
め
ぐ
っ

て
」（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
三
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
「
京
都
を
め
ぐ
る
加
賀
前

田
家
の
儀
礼
と
交
際
―
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
担
い
手
を
中
心
に
―
」（『
加
賀
藩
研
究
』

第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
「
加
賀
藩
京
都
藩
邸
に
関
す
る
一
考
察
―
そ
の
成
立

と
構
造
を
中
心
に
―
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
十
六
号
（
東
京
大

学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
、
二
〇
一
二
年
）
、
同

「
加
賀
藩
京
都
藩
邸
の
構
成
員
と
機
能
―
そ
の
職
務
規
定
と
業
務
報
告
を
通
じ
て
―
」
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（『
加
賀
藩
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（
1（
）
千
葉
氏
前
掲
論
文
「
京
都
を
め
ぐ
る
加
賀
前
田
家
の
儀
礼
と
交
際
―
」（
註
11
）
で

は
、
前
田
家
が
京
都
の
紫
野
大
徳
寺
芳
春
院
と
酬
恩
庵
へ
助
力
米
を
出
し
た
事
例
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
前
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
へ
の
定
期
的
助
力
と
五
十
年
に
一
度
の

先
祖
祭
祀
で
あ
る
天
神
御
忌
と
で
は
性
格
が
異
な
る
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ

う
し
た
観
点
で
前
田
家
に
よ
る
太
刀
奉
納
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
前
田
家
の

先
祖
祭
祀
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
谷
口
眞
子
「
加
賀
藩
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
と
司

法
業
務
へ
の
影
響
―
「
行
政
」
と
「
司
法
」
の
分
離
の
芽
生
え
―
」（『
早
稲
田
大
学

総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
』
二
号
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。
谷
口
氏

は
、
加
賀
藩
で
歴
代
将
軍
や
歴
代
加
賀
藩
主
と
そ
の
正
室
の
忌
日
に
は
死
刑
・
拷

問
・
吟
味
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
司
法
上
の
弊
害
を
抑
え
る
た
め
、
藩
が
忌
日
を
整

理
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
分
析
の
対
象
は
藩
祖
利
家
の
時
代

ま
で
で
あ
り
、
菅
原
道
真
（
天
神
）
の
忌
日
に
つ
い
て
は
忌
日
一
覧
に
示
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。

（
1（
）
北
野
天
満
宮
の
史
料
調
査
で
は
、
当
館
館
長
藤
井
讓
治
、
同
学
芸
主
幹
北
春
千
代
の

協
力
を
得
た
。
ま
た
、
刀
剣
の
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協

会
石
川
県
支
部
副
支
部
長
の
小
浦
宗
五
郎
氏
に
ご
指
導
を
賜
っ
た
。

（
1（
）
奉
納
太
刀
の
柄
の
鯉
口
の
部
分
に
「
金
工
／
古
市
□
謹
作
」
と
あ
る
。

（
1（
）
江
戸
時
代
の
修
造
は
、
①
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
～
同
九
年
、
②
元
禄
十
三
（
一

七
〇
〇
）～
同
十
四
年
、
③
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）～
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）、

④
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）～
同
七
年
、
⑤
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）～
同
九
年
、
⑥

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
六
回
で
、
社
殿
の
修
造
は
お
お
む
ね
五
〇
年
お
き
に
行

わ
れ
て
い
る
（
竹
居
明
男
「
菅
原
道
真
と
北
野
天
満
宮
―
「
北
野
」
の
磁
力
」（『
北

野
天
満
宮
信
仰
と
名
宝　

天
神
さ
ん
の
源
流
』
京
都
文
化
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）。

な
お
、
社
殿
の
修
造
は
幕
府
か
ら
の
社
領
と
援
助
、
畿
内
五
ヶ
国
を
対
象
と
し
た
五

年
間
の
勧
化
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

近
世
北
野
社
の
修
造
に
つ
い
て
は
『
北
野
天
満
宮
史
料　

遷
宮
記
録
一
・
二
・

三
』（
北
野
天
満
宮
、
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
一
・
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。

（
1（
）
前
田
知
頼
は
、
禄
五
〇
〇
〇
石
の
加
賀
藩
士
（
人
持
組
）
。
太
刀
奉
納
の
三
年
後
に

あ
た
る
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
若
年
寄
、
同
四
年
に
家
老
、
享
保
元
年
（
一
七

一
六
）
に
小
松
城
代
を
つ
と
め
た
。

（
1（
）
山
本
基
庸
は
、
通
称
源
太
郎
・
源
右
衛
門
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
、
書
物
役
を

命
じ
ら
れ
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
父
の
遺
知
一
〇
〇
石
を
受
け
、
正
徳
三
年

（
一
七
一
三
）
二
〇
〇
石
を
領
し
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
六
十
九
歳
で
没
し
た
。

（
1（
）
近
世
の
北
野
社
は
、
曼
殊
院
の
支
配
下
に
あ
り
、
法
体
（
僧
形
）
の
「
祠
官
（
松
梅

院
・
徳
勝
院
・
妙
蔵
院
）
」
・
「
宮
仕
」
・
「
目
代
」
、
西
京
に
居
住
す
る
俗
体
の
「
神

人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
宮
仕
と
は
、
神
事
を
つ
と
め
賽
銭
の

支
配
を
し
て
い
た
人
々
で
、
宮
仕
の
一
﨟
で
あ
る
預
は
、
北
野
社
の
別
当
で
あ
っ
た

曼
殊
院
門
跡
よ
り
法
橋
の
位
に
叙
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
近
世
に
は
お
よ
そ
三
十
家
、
七
十
人
前
後
の
宮
仕
家
が

北
野
社
に
奉
仕
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
宮
仕
記
録
」
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

三
月
五
日
条
（
『
北
野
天
満
宮
史
料　

宮
仕
記
録
』
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
、
一

九
八
一
年
、
二
〇
五
頁
、
以
下
『
宮
仕
記
録
』・『
宮
仕
記
録
・
続
一
』
の
よ
う
に
略

す
）
に
よ
れ
ば
、
松
梅
院
を
訪
ね
た
宮
仕
衆
中
は
六
十
人
あ
ま
り
（
こ
の
と
き
の
衆

中
は
九
十
三
人
で
あ
っ
た
が
、
病
気
・
外
出
・
隙
入
な
ど
を
理
由
に
不
参
）
で
あ
っ

た
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
公
儀
の
調
査
の
た
め
に
書
き
上
げ
た
宮
仕
衆
中
の

家
数
は
四
十
六
軒
、
長
屋
（
表
裏
あ
わ
せ
て
）
は
三
十
軒
、
屋
敷
は
二
ヶ
所
で
あ
っ

た
。
同
五
年
（
一
六
八
八
）
七
月
の
宗
旨
改
で
は
、
家
数
四
十
八
軒
・
惣
人
数
二
三

六
人
（
う
ち
法
師
が
七
十
五
人
）
、
借
屋
敷
の
宮
仕
中
の
家
数
が
二
十
四
軒
・
惣
人

数
六
十
一
人
（
う
ち
坊
主
七
人
）
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
（
同
、
五
二
一

～
五
二
四
頁
）
、
北
野
社
の
宮
仕
の
身
分
や
宗
旨
、
存
在
形
態
を
詳
細
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
八
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
宮
仕
の
家
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数
は
公
儀
へ
届
け
出
た
「
宮
仕
中
家
数
四
拾
九
軒
」
か
ら
増
減
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
（『
宮
仕
記
録
・
続
六
』
二
〇
一
四
年
、
二
〇
五
頁
）。

（
1（
）
能
順
は
三
代
利
常
に
招
か
れ
、
加
賀
小
松
の
梅
林
院
の
初
代
別
当
と
な
っ
た
。
小
松

天
満
宮
と
能
順
に
つ
い
て
は
、『
小
松
天
満
宮
誌
』（
小
松
天
満
宮
、
一
九
八
二
年
）、

『
加
賀　

小
松
天
満
宮
と
梯
川
―
小
松
天
満
宮
専
門
調
査
報
告
書
―
』（
小
松
天
満
宮

専
門
委
員
会
、
一
九
八
六
年
）
、『
新
修
小
松
市
史　

資
料
編
九　

寺
社
』（
石
川
県

小
松
市
、
二
〇
一
〇
年
）、『
新
修
小
松
市
史 

資
料
編
十
二 

美
術
工
芸
』（
小
松
市
、

二
〇
一
五
年
）、
綿
抜
豊
昭
『
小
松
天
満
宮
と
能
順
』（
小
松
天
満
宮
社
務
所
、
二
〇

一
六
年
）
等
の
研
究
が
あ
る
。

（
（1
）
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
七
五
〇
年
御
忌
に
際
し
て
代
拝
人
が
太
刀
を
奉
納
し
た

と
こ
ろ
、
雷
鳴
振
動
が
起
こ
る
と
い
う
奇
瑞
が
あ
り
、
八
〇
〇
年
御
忌
の
際
も
や
は

り
雷
鳴
振
動
し
た
と
い
う
記
述
（
［
史
料
２
］
傍
線
部
）
が
あ
る
が
、
七
五
〇
年
御

忌
の
奉
納
太
刀
は
北
野
天
満
宮
に
現
存
し
て
お
ら
ず
、
前
田
家
側
に
も
代
拝
人
な
ど

の
詳
細
情
報
を
伝
え
る
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、「
加
藩
諸
事
雑
記
」（
加
越

能
文
庫
一
六.

二
八

－

七
六
）
に
「
一
、
承
應
二
年
二
月
廿
五
日
七
百
五
十
年
祭
御

代
拝
人
姓
名
未
詳
、
御
奉
納
太
刀
銘
等
不
知
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
太
刀
の
奉
納
が

行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

（
（1
）「
後
藤
家
旧
記
」（
一
六.

六
二

－
一
二
四
）
所
収
の
「
先
祖
由
緒
書
」（
明
治
三
年
提

出
）
に
、
八
〇
〇
年
御
忌
に
あ
た
る
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
後
藤
勘
兵
衛
達

乗
が
金
沢
に
召
さ
れ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
御
用
が
北
野
社
奉
納
太
刀
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
）「
宮
仕
記
録
」
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
七
月
六
日
条
（『
宮
仕
記
録
・
続
三
』
一
九

九
九
年
、
三
四
九
頁
）
に
「
一
、
松
平
加
賀
守
殿
奉
納
之
御
太
刀
拭
ニ
来
也
」
と
あ

り
、
実
際
に
奉
納
太
刀
の
拭
い
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）「
大
野
木
克
寛
日
記
」
は
、
加
賀
藩
士
大
野
木
家
に
伝
わ
っ
た
大
野
木
克
寛
（
一
六

五
〇
石
、
通
称
左
膳
、
隼
人
、
新
蔵
）
の
公
務
に
関
す
る
日
記
で
、
享
保
元
年
（
一

七
一
六
）
～
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
ま
で
の
三
十
二
冊
が
現
存
す
る
。
克
寛
は
大

小
将
と
な
っ
た
後
、
小
松
城
番
、
奏
者
番
を
勤
め
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
没

し
た
。

（
（（
）
竹
田
昌
忠
。
表
小
将
番
頭
の
ち
大
組
頭
（
『
諸
士
系
譜　

三
』
石
川
県
、
二
〇
一
〇

年
）。

（
（（
）「
政
隣
記
」
は
、
津
田
政
隣
（
七
百
石
）
が
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
か
ら
文
化
十

一
年
（
一
八
一
四
）
ま
で
の
加
賀
藩
の
歴
史
を
編
年
体
に
ま
と
め
た
記
録
（
全
三
十

一
冊
）
で
あ
る
。
政
隣
は
、
治
脩
・
斉
広
に
仕
え
て
、
大
小
将
番
頭
歩
頭
、
町
奉

行
、
大
小
将
組
、
馬
廻
組
、
宗
門
奉
行
を
歴
任
し
、
文
化
十
一
年
に
五
十
九
歳
で
没

し
た
。

（
（（
）
前
田
孝
情
は
、
前
田
対
馬
守
家
の
五
代
孝
行
の
弟
孝
和
（
知
）
の
子
。
太
刀
奉
納
の

二
年
後
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
小
松
御
城
番
、
同
七
年
（
一
七
五
七
）
に
御

留
守
居
を
つ
と
め
、
同
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
三
十
四
歳
で
没
し
た
。

（
（（
）
久
田
清
左
衛
門
篤
敬
（
三
百
五
十
石
）
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
八
月
朔
日
に

組
外
表
御
納
戸
奉
行
か
ら
細
工
奉
行
に
任
じ
れ
ら
れ
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五

月
四
日
に
組
外
御
番
頭
と
な
っ
た
（
『
諸
頭
系
譜　

上
』
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近

世
史
料
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（（
）
平
田
家
は
、
代
々
加
賀
藩
の
有
職
方
（
在
京
役
人
）
を
つ
と
め
た
家
。
千
葉
氏
が
検

討
さ
れ
た
加
賀
藩
の
家
督
相
続
時
に
お
け
る
禁
裏
・
仙
洞
へ
の
献
上
儀
礼
で
は
、
平

田
内
匠
が
目
録
以
下
の
書
付
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
藩
の
有
職
方
が
江

戸
・
京
都
の
二
名
体
制
だ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
拓
真
「
近
世

に
お
け
る
武
家
領
主
の
家
督
相
続
儀
礼
と
朝
廷
―
加
賀
藩
前
田
家
を
中
心
に
」（『
東

京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要　

別
冊
「
近
世
政
治
史
論
叢
」
』
東
京
大
学
大
学
院

人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）
前
田
孝
起
は
、
前
田
利
家
の
五
男
利
孝
（
七
日
市
藩
祖
）
の
流
れ
の
家
に
生
ま
れ
、

享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
四
月
に
定
火
消
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
に
御
近
習
御
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用
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
御
家
老
兼
若
年
寄
、
同
三
年
に
年
寄
中
加
判
と
な

り
、
四
〇
〇
〇
石
（
う
ち
一
〇
〇
〇
石
は
与
力
知
）
を
賜
っ
た
（『
諸
士
系
譜　

四
』

石
川
県
、
二
〇
一
一
年
）。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）、
小
松
城
代
と
な
り
、
明
和

六
年
（
一
七
六
九
）
に
三
役
と
も
除
か
れ
た
。
な
お
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）

五
月
に
「
御
寺
方
御
名
代
役
」
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
「
先
祖
由

緒
」、「
前
田
兵
部
系
図
帳
」（
一
六.

三
一

－

一
九
五
））。

（
（1
）
江
戸
時
代
の
武
家
の
礼
服
で
、
絹
地
無
文
で
裏
の
な
い
狩
衣
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』

小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
初
版
は
一
九
七
五
年
）。

（
（1
）
菅
原
道
真
の
薨
去
後
に
行
わ
れ
て
き
た
式
年
祭
。
五
十
年
毎
に
行
わ
れ
る
も
の
を

「
大
萬
燈
祭
」、
二
十
五
年
毎
に
行
わ
れ
る
も
の
を
「
半
萬
燈
祭
」
と
い
う
。

（
（（
）
こ
の
他
、
八
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
に
関
す
る
史
料
と
し
て
『
加
賀
金
工
大
鑑
』（
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
石
川
支
部
、
一
九
八
三
年
）
の
付
録
「
北
野
天
満
宮
御
献
納

御
太
刀
御
絵
形
」
（
複
製
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
太
刀
の
拵
の
図
面
で
、
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）
三
月
廿
二
日
に
鞘
師
高
良
又
之
丞
ほ
か
五
名
が
表
御
納
戸
方
に
提
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
本
の
所
在
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
（（
）『
加
賀
藩
御
細
工
所
の
研
究
（
一
）
』（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
美
術
工
芸
研
究
所
、
一

九
八
九
年
）
な
ど
。

（
（（
）
森
田
良
郷
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
七
）
が
、
祖
盛
昌
の
「
漸
得
雑
記
」
に
な
ら
っ

て
、
文
政
か
ら
安
政
四
年
迄
に
採
録
し
た
も
の
。
明
治
二
十
一
年
ま
で
の
記
事
が
あ

る
第
三
十
一
本
以
下
は
、
良
郷
の
子
良
見
が
増
補
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
『
加
越
能

文
庫
目
録　

上
巻
』（
金
沢
市
立
図
書
館
、
一
九
七
五
年
）。

（
（（
）
前
田
橘
三
恒
友
（
二
五
〇
〇
石
）
は
、
の
ち
才
記
孝
弟
と
名
乗
っ
た
。
享
和
二
年
六

月
十
一
日
小
松
御
城
番
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
御
算
用
場
奉
行
兼
御
預
地

方
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
役
を
除
か
れ
た
（
『
諸
士
系
譜　

四
』
石
川
県
、

二
〇
一
一
年
）
。
ま
た
、「
先
祖
由
緒
」
に
は
「
（
前
略
）
享
和
元
年
三
月
御
寺
方
御

名
代
之
儀
被　

仰
渡
相
勤
申
候
、
聖
廟
九
百
年
御
忌
ニ
付
、
北
野
江
之
御
使
同
年
十

二
月
被 

仰
渡
、
同
二
年
二
月
御
国
発
足
仕
、
右
御
［（
虫
　
　

］
損
）

享
和
二
年
□
（
虫
損
）

月
罷
帰

申
候
（
後
略
）」
と
あ
る
。

（
（（
）
北
野
社
に
お
け
る
太
々
百
味
の
献
上
に
つ
い
て
は
、
享
保
期
の
記
録
に
多
く
見
え

る
。
例
え
ば
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
は
宮
仕
能
音
の
旦
方
に
よ
る
太
々
百
味

献
上
が
北
野
社
内
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
「
宮
仕
記
録
」
享
保
三
年
六
月
二
十
五

日
条
、
『
宮
仕
記
録
・
続
六
』
六
五
～
六
六
頁
）
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
①
旦
方
が
講
中
を
結
び
九
十
人
余
で
掛
銀
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
奉
加
の
よ
う

で
あ
る
こ
と
、
②
供
物
の
菓
子
献
上
方
法
が
古
法
と
異
な
る
上
、
水
茶
屋
が
こ
れ
を

勧
め
る
こ
と
、
③
音
楽
な
ど
を
交
え
て
献
上
す
る
な
ど
の
演
出
を
加
え
る
こ
と
、
で

あ
る
。
太
々
百
味
は
元
禄
十
五
年
二
月
の
天
神
御
忌
の
時
に
三
度
献
上
さ
れ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
「
異
形
」
の
仕
形
で
行
っ
た
例
は
な
い
の
で
、「
御
神
ノ
御
為
」
世
間

の
取
り
沙
汰
よ
ろ
し
き
様
に
行
う
よ
う
、
松
梅
院
ら
に
よ
っ
て
吟
味
が
な
さ
れ
て
い

る
。
新
し
い
方
法
の
導
入
を
勧
め
た
の
は
、
下
水
茶
屋
の
「
な
つ
き
よ
」
と
い
う
人

物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
宮
仕
の
勝
手
不
如
意
と
い
う
経
済
的

な
問
題
が
あ
っ
た
。
天
神
御
忌
の
太
々
百
味
献
上
の
古
法
を
改
め
、
集
客
が
見
込
め

る
よ
う
な
形
に
変
え
る
動
き
が
北
野
社
門
前
の
水
茶
屋
と
の
交
渉
の
中
で
生
ま
れ
た

と
い
う
点
は
、
近
世
北
野
社
の
性
格
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
太
々
百
味
は
天
神
御
忌
と
い
う
特
別
な
行
事
で
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
享
保
期
に
は
神
事
の
内
容
に
改
変
を
加
え
て
一
般
の
旦
方
向
け
の
神
事
へ
と
展

開
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
（（
）
九
〇
〇
年
御
忌
の
当
日
、
宮
仕
が
早
朝
か
ら
太
々
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

松
梅
院
が
こ
れ
に
加
わ
る
と
言
い
出
し
た
。
今
回
の
神
事
を
担
当
す
る
宿
坊
（
宮
仕

の
乗
成
坊
）
の
裁
量
で
松
梅
院
に
参
加
を
求
め
な
い
こ
と
に
し
た
が
、
松
梅
院
以
下

祠
官
家
の
人
々
が
こ
れ
ま
で
の
先
例
に
な
ら
っ
て
拝
殿
で
法
事
を
始
め
た
た
め
、
正

面
の
机
の
上
が
供
物
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
宮
仕
衆
中
は
太
々
献
上
の
神
事
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
法
事
が
終
わ
る
の
を
待
つ
の
も
ど
う
か
と
思
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い
、
宮
仕
衆
中
は
一
度
下
宿
し
た
と
い
う
。
九
〇
〇
年
御
忌
当
日
の
一
連
の
や
り
と

り
か
ら
は
、
北
野
社
内
の
秩
序
の
混
乱
、
松
梅
院
ら
祠
官
家
と
宮
仕
衆
中
と
の
一
種

の
緊
張
関
係
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
本
題
か
ら
逸
れ
る
の
で
指
摘
す
る
に
と

ど
め
て
お
く
。

（
（（
）
例
え
ば
、「
宮
仕
記
録
」
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
十
一
月
十
五
日
条
に
「
一
、
菅

家
公
家
衆
へ
明
年
ゟ
年
始
相
勤
可
申
、
扇
子
三
本
入
一
重
く
り
台
扇
子
三
本
物
、
勿

論
其
外
之
付
届
無
之
者
也
、」
と
見
え
る
（『
宮
仕
記
録
・
続
五
』
二
〇
一
〇
年
、
九

五
頁
）
。
高
辻
家
を
は
じ
め
と
す
る
菅
家
の
公
家
は
、
北
野
社
松
梅
院
の
僧
位
の
執

奏
を
つ
と
め
た
（
石
津
氏
論
文
「
近
世
に
お
け
る
神
社
伝
奏
に
関
す
る
一
考
察
」
、

前
掲
註
11
）。
公
家
に
と
っ
て
執
奏
料
は
重
要
な
収
入
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
千
葉
氏
論
文
「
加
賀
藩
前
田
家
と
公
家
と
の
交
際
」
、
同
「
京
都
を
め
ぐ
る
加
賀
前

田
家
の
儀
礼
と
交
際
」、
い
ず
れ
も
前
掲
註
11
。
な
お
、「
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
」

（
一
六.

〇
三

－

一
）
の
「
系
譜
部
」
に
五
代
綱
紀
が
蔵
書
の
内
容
に
つ
い
て
高
辻
家

と
や
り
と
り
し
た
書
簡
の
控
が
写
さ
れ
て
い
る
。

（
（1
）「
自
他
国
寺
庵
宝
物
并
法
談
願
旧
記
」（
一
六.

六
一

－

二
五
九
）。
安
永
四
年
（
一
七

七
五
）
、
高
辻
家
が
天
満
宮
の
秘
札
（
雷
除
け
の
お
守
り
）
を
前
田
家
の
領
国
に
広

め
る
た
め
、
金
沢
の
波
着
寺
（
真
言
宗
触
頭
）
か
ら
寺
社
奉
行
を
通
じ
て
年
寄
衆
の

許
可
を
得
て
、
十
四
日
間
活
動
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
収
入
が
少
な
く
御
社
造
宮
の
助

成
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
七
日
間
の
日
延
べ
を
願
い
出
た
が
、

こ
れ
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
（1
）
高
良
又
之
丞
は
鞘
師
で
、
三
人
扶
持
ま
た
は
二
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
下
近
江
町
に
居

住
し
た
。
『
稿
本
金
沢
市
史　

工
芸
編
第
一
』
（
復
刻
版
は
名
著
出
版
、
一
九
七
三

年
、
初
版
は
金
沢
市
、
一
九
二
五
年
）。
以
下
、『
市
史
・
工
芸
編
一
』
と
す
る
。

（
（（
）『
市
史
・
工
芸
編
一
』
二
〇
八
頁
の
史
料
を
以
下
に
引
用
す
る
（
返
り
点
、
注
は
省

略
）
が
、
出
典
は
不
明
で
あ
る
。
山
崎
次
郎
兵
衛
は
、
十
一
代
治
脩
の
近
習
を
つ
と

め
た
（『
諸
士
系
譜　

四
』
石
川
県
、
二
〇
一
一
年
）。

以
手
紙
得
御
意
候
、
各
様
弥
御
勇
健
被
成
、
珍
重
之
御
事
ニ
候
、
然
は
来
月
八
日
役

人
禁
詞
神
文
見
届
被
申
渡
候
間
、
四
ツ
時
ゟ
同
半
迄
之
内
、
御
越
候
様
致
度
候
、
是

等
之
趣
、
私
共
ゟ
可
得
御
意
旨
、
次
郎
兵
衛
申
付
候
間
、
如
斯
御
座
候
、
以
上

　

午
四
月
廿
八
日　
　
　
　
　

山
崎
次
郎
兵
衛
内　

高
橋
幸
左
衛
門

　
　

高
良
又
之
丞
様

　
　

鞘
師
甚
右
衛
門
様

　
　

同　

御
子
息
様

　
　

鑓
屋
九
郎
次
郎
様

　
　

研
師
平
兵
衛
様

　
　

同　

御
子
息
様

　
　

白
銀
屋
甚
助
様

　
　

同　

御
子
息
様

　
　

柄
巻
屋
吉
□
郎
様

　
　

白
銀
屋
長
左
衛
門
様

　
　

同　
　

御
子
息
様

外
ニ
白
銀
屋
源
六
様

　
　
　
　
　
　

次
第
不
同

（
（（
）「
真
御
太
刀
御
金
具
金
目
勘
定
書
」（「
水
野
家
文
書
」
№
３
）。

（
（（
）
駒
井
家
は
、
小
松
に
居
住
し
て
い
た
駒
井
小
右
衛
門
が
、
小
松
に
隠
居
し
た
三
代
利

常
の
命
を
受
け
て
刀
装
具
を
製
作
し
て
以
来
、
藩
の
御
用
を
つ
と
め
た
彫
金
職
人
の

家
。
二
代
元
甲
甚
助
は
、
後
藤
久
清
に
学
び
、
勝
木
氏
喜
、
の
ち
後
藤
光
晴
に
師
事

し
、
そ
の
技
を
磨
い
た
。
居
住
地
は
桶
町
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
市
史
・
工
芸
編

一
』）。
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（
（（
）
順
承
（
能
作
房
）
は
北
野
社
の
宮
仕
で
あ
っ
た
が
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
よ
り

十
三
年
間
小
松
梅
林
院
の
七
代
住
職
を
つ
と
め
た
。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
京

都
に
戻
り
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
十
月
十
七
日
に
八
十
一
歳
で
没
し
た

（
『
加
賀　

小
松
天
満
宮
と
梯
川
』
前
掲
註
1（
）
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
天
神

九
〇
〇
年
御
忌
の
年
に
は
、
ま
だ
順
承
は
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
後
に
順
承
が
木

箱
に
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
（（
）
前
田
孝
連
（
監
物
）
は
、
前
田
利
家
の
五
男
利
孝
（
七
日
市
藩
祖
）
の
流
れ
の
家
に

生
ま
れ
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
幼
少
に
つ
き
半
知
千
石
を
賜
り
、
同
十
二
年

に
残
知
あ
わ
せ
て
三
〇
〇
〇
石
（
う
ち
一
〇
〇
〇
石
は
与
力
知
）
を
賜
っ
た
（
『
諸

士
系
譜　

四
』
石
川
県
、
二
〇
一
一
年
）
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
か
ら
嘉
永
三

年
（
一
八
五
〇
）
ま
で
は
、
小
松
城
番
を
つ
と
め
た
（『
諸
頭
系
譜
』
上
）。

（
（（
）「
旧
藩
御
用
太
刀
図
面
」（
「
水
野
源
六
家
資
料
」
、
金
沢
美
術
工
芸
大
学
蔵
）
。
右
上

に
「
嘉
永
三
年
六
月
十
四
日
被
為
仰
付
候
」
、
左
下
に
「
備
前
助
守
御
太
刀
御
身
正

写
図
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
が
嘉
永
五
年
の
九
五
〇
年
御
忌
の
太
刀
奉
納
の

た
め
に
製
作
さ
れ
た
図
面
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
図
に
は
、
刀
身
の
ほ
か
、

鎺
や
大
切
羽
、
鐔
、
切
羽
、
革
先
金
具
、
猿
手
、
責
金
具
と
い
っ
た
金
具
の
押
型
が

お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
江
戸
時
代
に
前
田
家
が
北
野
社
に
奉
納
し
た
太
刀
の
う
ち
、
助
守
以
外
の
太
刀
の
切

羽
は
両
面
と
も
金
の
色
付
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
助
守
の
切
羽
は
片
面
だ
け
に
色
付

が
施
さ
れ
て
い
る
。
藩
の
表
納
戸
奉
行
と
職
人
と
の
費
用
に
関
す
る
や
り
と
り
か

ら
、
藩
が
製
作
費
用
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
、
財
政
的

な
理
由
に
よ
り
色
付
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
定
か
で

な
い
。

（
（（
）
「
御
太
刀
御
身
預
人
々
書
上
」
（
「
水
野
家
文
書
」
№
1（
）
。
以
下
、
翻
刻
を
掲
載
す

る
。

一
、
御
太
刀
御
身
御
預
人
々

　

亥

　
　

五
月
十
一
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　

同
月
廿
九
日
迄

　
　

六
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

高
良
政
之
丞

　
　

同
十
五
日
迄

　
　

六
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
甚
左
衛
門

　
　

同
廿
九
日
迄

　
　

七
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

水
野
源
六

　
　

同
月
十
五
日
迄

　
　

七
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　

同
晦
日
迄

　
　

八
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

高
良
政
之
丞

　
　

同
十
五
日
迄

　
　

八
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
甚
左
衛
門

　
　

同
廿
九
日
迄

　
　

九
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

水
野
源
六

　
　

同
月
十
五
日
迄
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九
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　

同
晦
日
迄

　
　

十
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

高
良
政
之
丞

　
　

同
十
五
日
迄

　
　

十
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
甚
左
衛
門

　
　

同
廿
九
日
迄

　
　

十
一
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　

水
野
源
六

　
　

同
月
十
五
日
迄

　
　

十
一
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　

同
晦
日
迄

　
　

十
二
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　

高
良
政
之
丞

　
　

同
十
五
日
迄

　
　

十
二
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　

高
尾
甚
左
衛
門

　
　

同
廿
九
日
迄

　

子

　
　

正
月
朔
日
ゟ　
　
　
　
　
　

水
野
源
六

　
　

同
十
五
日
迄

　
　

正
月
十
六
日
ゟ　
　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　

同
晦
日
迄

　
　
　
　
　

以
上

右
之
通
り
操
々
仕
御
預
り
申
候
、

此
段
御
達
シ
奉
申
上
候
、
以
上

　

亥

　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　

高
尾
太
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
良
政
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
尾
甚
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
源
六

　

表
御
納
戸

（
（1
）
太
刀
に
付
属
す
る
極
書
に
つ
い
て
、
恒
次
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
正
月
三
日

付
・
代
金
子
十
枚
、
清
則
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
正
月
三
日
付
・
代
金
子
十

枚
、
助
守
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
六
月
三
日
付
・
代
金
子
十
五
枚
で
あ
る
。

（
（1
）
田
中
喜
男
『
金
沢
金
工
の
系
譜
と
変
容
』（
国
際
連
合
大
学
、
一
九
八
〇
年
）。
田
中

氏
に
よ
れ
ば
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
八
月
、
後
藤
七
兵
衛
清
恒
は
京
都
の
後

藤
東
乘
に
起
請
文
を
提
出
し
、
①
加
賀
後
藤
の
代
替
わ
り
ご
と
に
上
・
下
後
藤
家
に

後
藤
姓
の
許
可
願
を
提
出
す
る
こ
と
、
②
上
・
下
後
藤
家
、
そ
の
門
弟
に
対
し
後
藤

姓
は
名
乗
ら
な
い
（
後
藤
姓
は
藩
領
の
み
で
用
い
る
）
、
③
分
家
や
弟
子
に
は
後
藤

姓
を
遣
わ
さ
な
い
、
④
上
・
下
後
藤
家
伝
統
の
「
光
」「
乘
」
は
号
・
実
名
と
も
に

使
用
し
な
い
、
⑤
加
賀
後
藤
で
は
家
紋
と
し
て
瓜
の
な
か
に
唐
花
紋
を
用
い
て
い
る

の
で
お
届
け
す
る
、
⑥
上
・
下
後
藤
家
が
来
沢
の
際
は
、
接
待
は
す
べ
て
加
賀
後
藤

が
と
り
行
う
、
⑦
上
・
下
後
藤
家
の
仕
法
・
彫
物
は
勝
手
に
使
用
し
な
い
、
と
い
う

七
ヶ
条
の
約
束
を
交
わ
し
て
い
る
。



 加賀前田家による京都北野社への太刀奉納

― （（ ―

（
（（
）「
天
満
宮
宝
剣
箱
書
文
字
・
折
紙
題
筌
等
写
」（
一
六.

六
一

－

二
〇
一
）。
全
七
点
の

う
ち
、「
天
満
宮
寶
劒
備
前
國
清
則
作　

一
鞘
」
、「
享
和
二
年
歳
次
壬
戌
春
二
月
二

十
五
日　

奉
納
／
参
議
正
四
位
下
行
左
近
衛
権
中
将
兼
加
賀
守
菅
原
朝
臣
治
脩
」
、

「
備
前
国
清
則
折
紙
」、「
天
満
宮
寶
劒
」、「
天
満
宮
寶
劒
備
前
国
助
守
作　

一
鞘
」、

「
嘉
永
五
年
歳
次
壬
子
春
二
月
二
十
五
日　

奉
納
／
参
議
従
三
位
行
左
近
衛
権
中
将

兼
加
賀
守
菅
原
朝
臣
斉
泰
」
の
六
点
は
天
神
御
忌
に
際
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
残
り
の
一
点
は
五
三
桐
と
梅
鉢
の
紋
が
螺
鈿
や
高
蒔
絵
で
表
現
さ
れ
た
薙
刀
の

柄
と
鞘
の
図
で
あ
る
が
、
北
野
社
へ
の
奉
納
品
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
）
五
十
嵐
家
は
、
寛
永
年
間
に
三
代
利
常
が
京
都
の
五
十
嵐
道
甫
（
忠
三
郎
）
を
招
い

て
以
来
、
加
賀
前
田
家
の
御
用
蒔
絵
師
を
つ
と
め
た
（
『
市
史
・
工
芸
編
一
』
）
。
長

左
衛
門
（
祐
甫
）
は
、
明
治
期
の
系
譜
「
五
十
嵐
家
系
」（
一
六.

六
二

－

一
一
五
）

に
よ
れ
ば
、
藩
の
蒔
絵
御
用
を
つ
と
め
た
人
物
で
、
嘉
永
五
年
十
二
月
二
十
八
日
に

町
会
所
よ
り
毎
年
十
五
貫
文
充
頂
戴
し
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
七
月
に
は
一
人

扶
持
を
加
増
さ
れ
た
。
嘉
永
四
年
、
表
納
戸
よ
り
命
じ
ら
れ
た
「
北
野
へ
御
献
納
之

御
太
刀
御
用
」
を
つ
と
め
、
銀
五
両
を
拝
領
し
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
に
は
銀
三

枚
を
拝
領
し
た
。
こ
の
他
、
慶
応
二
年
に
螺
鈿
御
太
刀
御
用
を
つ
と
め
た
際
に
は
銀

三
両
を
拝
領
し
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
十
一
月
に
没
し
た
。
与
右
衛
門
も
五
十

嵐
派
の
職
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
。

（
（（
）「
北
野
天
満
宮
御
宝
剣
御
箱
等
御
図
り
書
」（
一
六.

六
一

－

二
〇
〇
）。
五
十
嵐
長
左

衛
門
と
蒔
絵
師
与
右
衛
門
が
、
太
刀
の
鞘
・
太
刀
箱
・
中
箱
・
折
紙
箱
の
製
作
お
よ

び
文
字
の
仕
上
げ
に
か
か
る
費
用
、
製
作
に
必
要
な
金
の
目
形
（
重
さ
）
に
つ
い

て
、
仕
様
を
明
記
し
な
が
ら
藩
の
表
納
戸
方
へ
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
、
五
代
綱
紀
が
上
京
す
る
こ
と
を
伝
え
る
記
事
に
、
前
田

家
の
宿
坊
能
作
の
使
で
あ
る
能
的
か
ら
「
北
野
社
中
よ
り
前
田
家
へ
の
祝
儀
は
無

用
」
と
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
受
け
、
宮
仕
衆
中
は

「
定
而
菅
家
之
儀
ニ
候
故
、
北
野
ゟ
祝
儀
ニ
出
向
候
儀
も
可
有
や
と
為
心
得
申
参
候
や

ら
ん
、
其
訳
不
知
候
、
先
年
ケ
様
ニ
格
式
も
無
之
事
ニ
候
故
何
も
相
談
之
上
其
通
り

仕
置
也
」
と
い
う
対
応
を
取
っ
て
い
る
。
宮
仕
衆
中
は
、
前
田
家
に
祝
儀
に
赴
い
た

例
が
な
い
の
で
、
相
談
の
上
、
祝
儀
に
出
向
か
な
い
こ
と
に
決
め
た
が
、
こ
の
頃
に

は
北
野
社
が
前
田
家
を
菅
家
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
宮
仕
記
録
」

享
保
五
年
四
月
四
日
条
（『
宮
仕
記
録
・
続
六
』
二
七
六
頁
）。

（
（（
）
加
賀
前
田
家
の
天
神
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
小
倉
学
「
加
賀
藩
主
前
田
家
の

天
神
信
仰
の
一
考
察
」（
『
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
』
第
十
八
号
、
一
九
八
五
年
）
、

江
戸
時
代
の
金
沢
に
お
け
る
天
神
信
仰
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
「
天
満
宮
の
諸

相
」（『
金
沢
市
史　

資
料
編
1（　

寺
社
』
金
沢
市
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
か
つ

て
筆
者
も
小
松
梅
林
院
の
金
沢
出
開
帳
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
盛
況
ぶ
り
と
信
仰

の
広
が
り
に
つ
い
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
平
成
二
十
八

年
度
秋
季
特
別
展
・
展
示
図
録
『
城
下
町
金
沢
は
大
に
ぎ
わ
い
！
』
石
川
県
立
歴
史

博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）。

 

（
付
記
）

　

本
稿
は
、
当
館
の
平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
度
秋
季
特
別
展
「
加
賀
前
田
家
と
北

野
天
満
宮
」
に
か
か
る
調
査
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
史
料
の
調
査
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
北
野
天
満
宮
、
小
松
天
満
宮
、
金
沢
市
立
玉

川
図
書
館
近
世
史
料
館
、
金
沢
美
術
工
芸
大
学
美
術
工
芸
研
究
所
の
職
員
の
皆
様
、
水
野

旺
氏
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


